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番号

2 令和５年度千葉市一般会計補正予算（第９号） 別冊

3 令和５年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

4 令和５年度千葉市霊園事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

5 令和５年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

6 令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第３号） 別冊

7 令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第４号） 別冊

8 令和６年度千葉市一般会計予算 別冊

9 令和６年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

10 令和６年度千葉市介護保険事業特別会計予算 別冊

11 令和６年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

12 令和６年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 別冊

13 令和６年度千葉市霊園事業特別会計予算 別冊

14 令和６年度千葉市競輪事業特別会計予算 別冊

15 令和６年度千葉市地方卸売市場事業特別会計予算 別冊

16 令和６年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計予算 別冊

17 令和６年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算 別冊

18 令和６年度千葉市動物公園事業特別会計予算 別冊

19 令和６年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算 別冊

20 令和６年度千葉市学校給食事業特別会計予算 別冊

21 令和６年度千葉市公債管理特別会計予算 別冊

22 令和６年度千葉市病院事業会計予算 別冊

23 令和６年度千葉市下水道事業会計予算 別冊

24 令和６年度千葉市農業集落排水事業会計予算 別冊

25 令和６年度千葉市水道事業会計予算 別冊

26 法令の改正等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 1

27 千葉市職員定数条例の一部改正について 4
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議案第２６号 

法令の改正等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

法令の改正等に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

法令の改正等に伴う関係条例の整理に関する条例 

（千葉市旅館業法施行条例の一部改正） 

第１条 千葉市旅館業法施行条例（平成１５年千葉市条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第４号中「第１２条の４」を「第１２条の４第１項」

に改める。 

 （千葉市大宮学園設置管理条例の一部改正） 

第２条 千葉市大宮学園設置管理条例（昭和４３年千葉市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「前３

号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。 

  第５条第４号中「第２条第４号」を「第２条第３号」に改める。 

 （千葉市療育センター設置管理条例の一部改正） 

第３条 千葉市療育センター設置管理条例（昭和５６年千葉市条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第４項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同項第４号中

「前３号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とする。 

  第６条第４項第４号中「第３条第４項第４号」を「第３条第４項第

３号」に改める。 

 （千葉市児童福祉法施行条例の一部改正） 

第４条 千葉市児童福祉法施行条例（平成２４年千葉市条例第７６号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「第６条の２の２第３項」を「第６条の２の２第２

項」に、「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に改める。 
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 （千葉市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一部改正） 

第５条 千葉市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意

入院者の症状等の報告に関する条例（平成１９年千葉市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条及び第２条中「第３８条の２第３項」を「第３８条の２第２

項」に改める。 

（千葉市病院事業の設置等に関する条例等の一部改正） 

第６条 次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２の２第８項」を「第

２４３条の２の８第８項」に改める。 

（１）千葉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年千葉市条例第

１２号）第１０条 

（２）千葉市水道事業の設置等に関する条例（昭和５０年千葉市条例第

１号）第５条 

（３）千葉市下水道事業の設置等に関する条例（平成４年千葉市条例第

３３号）第７条 

（千葉市子ども・子育て会議設置条例の一部改正） 

第７条 千葉市子ども・子育て会議設置条例（平成２５年千葉市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

 （千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例の一部改正） 

第８条 千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例（平成２７年

千葉市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の表中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

める。 

 （千葉市営住宅条例の一部改正） 

第９条 千葉市営住宅条例（昭和３６年千葉市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項（」を「第１０条第１項

又は第１０条の２（これらの規定を」に改め、同号ウ及びエ中「婦人

相談所」を「女性相談支援センター」に改める。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条から第６条まで

及び第９条の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  法令の改正等に伴い、規定の整備を図るため、条例を制定しようと

するものであります。 
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議案第２７号 

千葉市職員定数条例の一部改正について 

千葉市職員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市職員定数条例の一部を改正する条例 

千葉市職員定数条例（昭和２４年千葉市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項の表市長の事務部局の職員（下水道事業に従事する職員

を除く。）の項中「４，４１５人」を「４，４９０人」に改め、同表病

院局の職員の項中「１，１２５人」を「１，２４０人」に改め、同表合

計の項中「１２，１３２人」を「１２，３２２人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  職員の定数を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
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議案第２８号 

千葉市事務分掌条例の一部改正について 

千葉市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市事務分掌条例の一部を改正する条例 

千葉市事務分掌条例（昭和６２年千葉市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条総務局の事務分掌の前に次の事務分掌を加える。 

総合政策局 

（１）秘書及び渉外に関する事項 

（２）広報及び広聴に関する事項 

（３）危機管理及び防災対策に関する事項 

（４）市政に関する基本的計画並びに重要施策の企画及び調整に関する

事項 

（５）統計に関する事項 

 第１条総務局の事務分掌中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とし、第４号を削り、第５号を第３号とする。 

第１条総合政策局の事務分掌を削る。 

 第１条市民局の事務分掌中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

総務局、総合政策局及び市民局の事務分掌を改めるため、条例の一

部を改正しようとするものであります。 
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議案第２９号 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正

について 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例 

 千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年千葉市条

例第６３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番

号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定

個人情報」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律

第４８号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 
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議案第３０号 

千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部改正について 

千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第８条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで

きる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第２７６条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改

める。 

第２３条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次

に次の２号を加える。 

（３）指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな
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ければならない。 

第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

３ 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

第４１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

（３）第２３条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４３条ただし書及び第４９条ただし書中「同一敷地内にある」を

削る。 

第５３条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第５７条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加

える。 
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（２）第５３条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６０条ただし書及び第６５条第１項ただし書中「同一敷地内にあ

る」を削る。 

  第７１条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第７７条第２項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加

える。 

（５）第７１条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第８０条第３項中「に規定する人員」を「から第３項までに規定す

る人員」に、「、第１項」を「、前３項」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定に

より法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老

人保健施設又は介護医療院である場合については、千葉市介護老人

保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第６１号。第１３６条第４項及び第

１９０条第１項第１号において「千葉市介護老人保健施設条例」と

いう。）第３条又は千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号。
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第１３６条第４項及び第１９０条第１項第４号において「千葉市介

護医療院条例」という。）第４条に規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみな

す。 

 第８４条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第８５条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第６

項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテ

ーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハ

ビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成した

リハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビ

リテーションの情報を把握しなければならない。 

 第８７条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

（３）第８４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第９４条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを２

号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。 

（４）指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合
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を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（５）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第９４条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第６号までを２

号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第９４条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２

号の次に次の２号を加える。 

（３）指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第９６条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加

える。 

（２）第９４条第１項第５号、第２項第４号及び第３項第４号の規定

による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１００条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１０４条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の
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次に次の２号を加える。 

（３）指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第１１１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

（３）第１０４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１１４条中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」

を「同項第５号」に改める。 

第１３２条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１３６条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」を「前

各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を

加える。 

 ４ 指定通所リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定に

より法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老

人保健施設又は介護医療院である場合については、千葉市介護老人

保健施設条例第３条又は千葉市介護医療院条例第４条に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満た

しているものとみなす。 

  第１３９条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の

次に次の２号を加える。 

 （３）指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な
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い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第１４０条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第

７項とし、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項

の次に次の１項を加える。 

 ４ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関か

ら退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当た

っては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等

により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなけ

ればならない。 

  第１４４条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

 （３）第１３９条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１４８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１５４条第４項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、

同条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
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（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

第１６５条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第１６５条の２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所

生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ

の他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期

入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催しなければならない。 

第１６６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１７３条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

第１７８条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第１８３条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１８９条第１項第３号中「及び入院患者」を削る。 

 第１９０条第１項第１号中「千葉市介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条

14



例第６１号）」を「千葉市介護老人保健施設条例」に改め、同項第４

号中「千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）」を「千葉市介護

医療院条例」に改め、同条第２項中「前項に」を「同項に」に改める。 

第１９１条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の

老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則

第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規

定する病床により構成される病棟をいう。第２０１条において同

じ。）」を削る。 

第１９３条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

第２０１条第２号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は老人性

認知症疾患療養病棟を有する病院」を削り、「療養病床又は老人性認

知症疾患療養病棟」を「療養病床」に改める。 

第２０２条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第２０３条中「及び第１６５条」を「、第１６５条及び第１６５条

の２」に改める。 

第２０６条第１項中「ユニット型指定短期入所療養介護の」を「介

護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の」に、「次

のとおり」を「法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施

設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を
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有すること」に改め、同項各号を削り、同条第２項中「第１９１条第

１項に規定する設備」を「第１９１条第１項から第４項までに規定す

る設備」に、「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第１項の次に次の３項を加える。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 

（１）療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

（２）療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の

基準を満たさなければならない。 

ア ユニット 

（ア）病室 

    ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者へ

の指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、

２人とすることができること。 

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただ

し、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上と

すること。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．

３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

（イ）共同生活室 

    ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、

当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所としてふさわしい形状を有すること。 

    ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同

生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積

以上を標準とすること。 
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    ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

（ウ）洗面設備 

    ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 

    ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

（エ）便所 

    ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 

    ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の

不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．

７メートル以上とすること。 

ウ 機能訓練室 

内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必

要な器械及び器具を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

（３）前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短

期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。た

だし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない

場合は、この限りでない。 

（４）第２号ア（イ）の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年

厚生省令第５０号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

（５）前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユ

ニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備を設けることとする。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 

（１）療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介

護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 
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（２）療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介

護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次

の基準を満たさなければならない。 

ア ユニット 

（ア）病室 

    ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者へ

の指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、

２人とすることができること。 

    ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただ

し、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものとすること。 

    ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上と

すること。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．

３平方メートル以上とすること。 

    ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

（イ）共同生活室 

    ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、

当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所としてふさわしい形状を有すること。 

    ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同

生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積

以上を標準とすること。 

    ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

（ウ）洗面設備 

    ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 

    ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

（エ）便所 

    ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 
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    ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の

不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．

７メートル以上とすること。 

ウ 機能訓練室 

機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器

具を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

（３）前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短

期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。た

だし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない

場合は、この限りでない。 

（４）第２号ア（イ）の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４

において準用する同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

（５）前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所である

ユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

４ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備

に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設

及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有する

こととする。 

第２０８条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
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（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

第２１３条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第２１７条に次の１項を加える。 

９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号

ア及び第２項第２号アの規定の適用については、第１項第２号ア中

「１」とあるのは「０．９」と、第２項第２号ア中「１以上」とあ

るのは「０．９以上」とする。 

（１）第２３６条において準用する第１６５条の２に規定する委員会

において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必

要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認しているこ

と。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

イ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次

号において「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ 特定施設従業者に対する研修 

（２）介護機器を複数種類活用していること。 

（３）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っている

こと。 

（４）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

が行われていると認められること。 

第２１８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２２７条の次に次の１条を加える。 
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（口腔衛生の管理） 

第２２７条の２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口

腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、

口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の

管理を計画的に行わなければならない。 

第２３３条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療

機関を定めるように努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認する

とともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならな

い。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第

６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において

「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項

において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

ばならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協

定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院
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が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。 

第２３５条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第２３６条中「及び第１５８条」を「、第１５８条及び第１６５条

の２」に改める。 

第２４０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２４６条第２項第２号から第９号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第２４９条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年

政令第４１２号）」を加える。 

第２５０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２５４条中第６号を第９号とし、第５号を第８号とし、第４号を

第５号とし、同号の次に次の２号を加える。 

 （６）指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（７）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第２５４条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

（２）法第８条第１２項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及

び同条第１３項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福

祉用具（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定福祉用具貸

与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定

福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を

行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供する

とともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サ

ービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第

２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他

22



の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行う

ものとする。 

第２５５条第１項中「内容」の次に「、福祉用具貸与計画の実施状

況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時

期」を加え、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「福祉用具

貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い」

を「モニタリングの結果を踏まえ」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第４項の次に次の２項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリン

グを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸

与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の

開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、その継

続の必要性について検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録

をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護

支援事業者に報告しなければならない。 

第２６０条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単

に「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する

事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条中第３項

を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

第２６１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号

の次に次の１号を加える。 

（３）第２５４条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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第２６２条及び第２６４条中「第１０７条第１項、第２項及び第４

項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条

第２項」を「第１０７条第２項」に改め、「利用」と」の次に「、同

条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」

を加える。 

第２６７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２７２条中第４号を第８号とし、第３号を第４号とし、同号の次

に次の３号を加える。 

 （５）対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、

利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を

確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、

修理等を行うよう努めるものとする。 

（６）指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（７）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第２７２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２）対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、

利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれか

を選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当

該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居

宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用

者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

第２７３条に次の１項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販

売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定

福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとす
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る。 

第２７４条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

（３）第２７２条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２７５条中「第１０７条第１項、第２項及び第４項中「通所介護

事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第２項」を「第

１０７条第２項」に改め、「利用」と」の次に「、同条第４項中「通

所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

第２７６条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例（平成２７年千葉市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  第４条第２項中「が３５」を「（当該指定居宅介護支援事業者が指

定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３

第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予

防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所におい

て指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該事業所における指定

居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の

利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）

が４４」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団

法人国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康
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保険中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理

を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使

用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等

のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置してい

る場合における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９

又はその端数を増すごとに１とする。 

  第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対

し」を加え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一

の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によっ

て提供されたものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項と

し、同条第７項中「第４項の」を「第５項の」に改め、同項第１号中

「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同

条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条

第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第７項」

を「第８項」に改め、同項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・

ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録してお

くことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。第３３条第１項において同じ。）に係る記録媒体をい

う。）」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、

第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定

居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数の
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うちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付

けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指

定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置

付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたもの

が占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければなら

ない。 

  第１５条第２号の次に次の２号を加える。 

（２）の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

（２）の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

 第１５条第１４号ア中「利用者の居宅を訪問し、当該」を削り、同

号中イをウとし、アの次に次のように加える。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによっ

て行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、

少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ

電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものと

する。 

（ア）テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文

書により利用者の同意を得ていること。 

（イ）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について

主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うこ

とができること。 
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ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタ

リングでは把握できない情報について、担当者から提供を

受けること。 

  第１５条第２６号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの

設置者である」を加える。 

  第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

  第３１条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に

次の１号を加える。 

（３）第１５条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第３３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号）の一部を

次のように改正する。 

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで

きる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記
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録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第２０２条の２第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」

に改める。 

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号

の次に次の２号を加える。 

（８）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

（９）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

  第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加

える。 

（５）第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４７条第３項ただし書、第５項ただし書及び第６項中「当該夜間

対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に

改める。 

第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第

29



７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

（５）指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（６）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

（３）第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号

の次に次の２号を加える。 

（５）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（６）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３）第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、
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その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の２０の３中「から第４号までの規定」を削り、「第５９

条の２０の３」と」の次に「、同項第３号中「第５９条の９第６号」

とあるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の９第６

号」と、同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは「第５９条の 

２０の３」と」を加え、「同項第５号」を「同項第６号」に、「同項

第６号」を「同項第７号」に改める。 

第５９条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３

号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第５９条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

（４）第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６５条第２項中「指定居宅介護支援」の次に「（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。）」を加え、「指定介護療養

型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第

８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項
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第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第１３０条第７項

及び第１５１条第８項において同じ。）」を「健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正

前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に

改める。 

第６６条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次

に次の２号を加える。 

（５）指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（６）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

  第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３）第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８３条第１項ただし書を次のように改める。 

 ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

  第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同

条第６号中「に規定する」を「の」に改め、同条中第８号を第９号と
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し、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３

月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

  第１０６条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

  第１０７条第２項第３号及び第５号から第８号までの規定中「に規

定する」を「の規定による」に改める。 

第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは

併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所」を削る。 

第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあ

ること等により」を削る。 

第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の

次に次の５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医
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療機関を定めるように努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければなら

ない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種

協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わな

ければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなけ

ればならない。 

第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条

の２」に改める。 

第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次

の１項を加える。 
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11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号

アの規定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０．

９」とする。 

（１）第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会

において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必

要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認しているこ

と。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次

号において「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

（２）介護機器を複数種類活用していること。 

（３）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を

行っていること。 

（４）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

が行われていると認められること。 

第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に

基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保してい

ること。 
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３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以

上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なけ

ればならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指

定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関

が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力

医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽

快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着

型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければ

ならない。 

 第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」

に改める。 

第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は

介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、

当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機

関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見

直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わ

なければならない。 

第１６６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１６７条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記

録する」を「の記録を行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を
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「の規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改め、同条

第７号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を

「の記録を行う」に改める。 

第１７２条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項

を次のように改める。 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機

関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）

を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医

療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととして

も差し支えない。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医

師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則

として受け入れる体制を確保していること。 

第１７２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認すると

ともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その
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他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が

可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福

祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければなら

ない。 

第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１７７条中「及び第５９条の１７第１項から第４項まで」を「、

第５９条の１７第１項から第４項まで及び第１０６条の２」に改める。 

第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニッ

ト型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１８９条中「第４項まで」の次に「、第１０６条の２」を加える。 

第１９０条中「施行規則第１７条の１２に規定する看護小規模多機

能型居宅介護」を「法第８条第２３項第１号に規定するもの」に改め

る。 

第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各

号に掲げる施設等」を削る。 

 第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅

において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、

日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の

補助を」に改め、同条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０

号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３

月に１回以上開催するとともに、その結果について、看護小規

模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の
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適正化のための研修を定期的に実施すること。 

  第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規

定する」を「の規定による」に改める。 

  第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条

の２」に改める。 

  第２０２条の２第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号）の

一部を次のように改正する。 

第４９条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５０条の２第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロム

その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。第２６６条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」

に改める。 

第５４条の４第１項中「重要事項を」を「重要事項（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）を」に改め、同条第２項中「前項

に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同

条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。 

第５５条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項
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第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加

える。 

（２）第５８条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を

制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５８条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第６０条ただし書及び第６５条第１項ただし書中「同一敷地内にあ

る」を削る。 

  第７３条第２項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加

える。 

 （５）第７６条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第７６条第１５号中「及び第１０号から第１４号」を「、第９号及

び第１２号から前号」に、「第８６条第１０号及び第９５条第２項第

７号」を「第８６条第１３号並びに第９５条第２項第９号及び第３項

第６号」に改め、同号を同条第１７号とし、同条第１４号中「第１２

号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号とし、同条中第１３

号を第１５号とし、第８号から第１２号までを２号ずつ繰り下げ、第
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７号の次に次の２号を加える。 

 （８）指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（９）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第７７条第４項中「前条第１５号」を「前条第１７号」に改める。 

  第７９条第３項中「に規定する人員」を「から第３項までに規定す

る人員」に、「、第１項」を「、前３項」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第１１５条の 

１１の規定により準用される法第７２条第１項の規定により法第 

５３条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施

設又は介護医療院である場合については、千葉市介護老人保健施設

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第６１号。第１１７条第４項及び第１７４条第１

項第１号において「千葉市介護老人保健施設条例」という。）第３

条又は千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号。第１１７条第

４項及び第１７４条第１項第４号において「千葉市介護医療院条例」

という。）第４条に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

  第８３条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

 （３）第８６条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

41



第８６条第１号中「第４条」を「第４条第１項」に改め、「担当職

員」の次に「及び同条第２項に規定する介護支援専門員」を、「指定

介護予防サービス等をいう。」の次に「第２５０条第４号及び第

２６４条第３号において同じ。」を加え、同条第１４号中「第１２号」

を「第１５号」に改め、同号を同条第１７号とし、同条中第１３号を

第１６号とし、第９号から第１２号までを３号ずつ繰り下げ、第８号

を第９号とし、同号の次に次の２号を加える。 

 （ 10）指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（11）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第８６条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第５号」を「第

６号」に改め、同号を同条第７号とし、同条中第５号を第６号とし、

第４号の次に次の１号を加える。 

（５）医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリ

テーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護

予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療

機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利

用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

  第９２条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加

える。 

 （２）第９５条第１項第４号、第２項第４号及び第３項第４号の規定

による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第９５条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを２
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号ずつ繰り下げ、同項第３号中「前号」を「第２号」に改め、同号を

同項第５号とし、同項第２号の次に次の２号を加える。 

 （３）指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第９５条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第６号までを２

号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

 （３）指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第９５条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２

号の次に次の２号を加える。 

 （３）指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第１１７条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」を「前

各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を

加える。 

 ４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第１１５条の 

１１の規定により準用される法第７２条第１項の規定により法第 

５３条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施

設又は介護医療院である場合については、千葉市介護老人保健施設
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条例第３条又は千葉市介護医療院条例第４条に規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしている

ものとみなす。 

  第１２２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

 （３）第１２５条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第１２５条第１３号中「第１１号」を「第１４号」に改め、同号を

同条第１６号とし、同条中第１２号を第１５号とし、第９号から第

１１号までを３号ずつ繰り下げ、第８号を第９号とし、同号の次に次

の２号を加える。 

 （ 10）指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（11）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第１２５条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第５号」を

「第６号」に改め、同号を同条第７号とし、同条中第５号を第６号と

し、第４号の次に次の１号を加える。 

 （５）医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関

から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画

の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーショ

ン実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの

情報を把握しなければならない。 

  第１３０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１３６条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行
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為（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、

同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。  

第１３９条第２項中「第４条」を「第４条第１項」に改め、「担当

職員」の次に「及び同条第２項に規定する介護支援専門員」を加え、

「前項各号」を「同項各号」に改める。 

第１４０条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第１４０条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定

介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るた

め、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安

全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 第１４１条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

  第１５７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユ

ニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければなら

ない。 

  第１６７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 
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第１７３条第１項第３号中「及び入院患者」を削る。 

  第１７４条第１項第１号中「千葉市介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条

例第６１号）」を「千葉市介護老人保健施設条例」に改め、同項第４

号中「千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）」を「千葉市介護

医療院条例」に改める。 

第１７５条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の

老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則

第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規

定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）」を削る。 

第１７７条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

第１７９条第２号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は老人性

認知症疾患療養病棟を有する病院」を削り、「療養病床又は老人性認

知症疾患療養病棟」を「療養病床」に改める。 

第１８０条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１８１条中「及び第１４０条」を「、第１４０条及び第１４０条

の２」に改める。 

第１９１条第１項中「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」

を「介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介
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護の」に、「次のとおり」を「法に規定する介護老人保健施設として

必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するも

のに限る。）を有すること」に改め、同項各号を削り、同条第２項中

「第２０６条第１項に規定する設備」を「第２０６条第１項から第４

項までに規定する設備」に、「前項」を「前各項」に改め、同項を同

条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。 

 ２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有すること

とする。 

（１）療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

（２）療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所

療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室について

は、次の基準を満たさなければならない。 

ア ユニット 

（ア）病室 

ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者へ

の指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められ

る場合は、２人とすることができること。 

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただ

し、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上と

すること。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．

３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

（イ）共同生活室 

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、

当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所としてふさわしい形状を有すること。 
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ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同

生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積

以上を標準とすること。 

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

（ウ）洗面設備 

ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 

ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

（エ）便所 

ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の

不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．

７メートル以上とすること。 

ウ 機能訓練室 

内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必

要な器械及び器具を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

（３）前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければなら

ない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の

提供に支障がない場合は、この限りでない。 

（４）第２号ア（イ）の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年

厚生省令第５０号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

（５）前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所
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療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有するこ

ととする。 

（１）療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

（２）療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室につい

ては、次の基準を満たさなければならない。 

ア ユニット 

（ア）病室 

ａ 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者へ

の指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められ

る場合は、２人とすることができること。 

ｂ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただ

し、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものとすること。 

ｃ 一の病室の床面積等は、１０．６５平方メートル以上と

すること。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１．

３平方メートル以上とすること。 

ｄ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

（イ）共同生活室 

ａ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、

当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所としてふさわしい形状を有すること。 

ｂ 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同

生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積

以上を標準とすること。 

ｃ 必要な設備及び備品を備えること。 

（ウ）洗面設備 

ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 
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ｂ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

（エ）便所 

ａ 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設

けること。 

ｂ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の

不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．

７メートル以上とすること。 

ウ 機能訓練室 

機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器

具を備えること。 

エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

（３）前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければなら

ない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の

提供に支障がない場合は、この限りでない。 

（４）第２号ア（イ）の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４

において準用する同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

（５）前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所である

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

４ 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とさ

れる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）

を有することとする。 

第１９４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユ

ニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければなら

ない。 
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第２０３条に次の１項を加える。 

９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号

ア及び第２項第２号アの規定の適用については、これらの規定中

「１以上」とあるのは、「０．９以上」とする。 

（１）第２１７条において準用する第１４０条の２に規定する委員会

において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必

要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認しているこ

と。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次

号において「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ 介護予防特定施設従業者に対する研修 

（２）介護機器を複数種類活用していること。 

（３）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行

っていること。 

（４）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

が行われていると認められること。 

第２０４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２１０条の次に次の１条を加える。 

（口腔衛生の管理） 

第２１０条の２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利

用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた

口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

第２１４条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基
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づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす

協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の

求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保している

こと。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確

認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければ

ならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第

１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次

項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が

第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指

定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を

行わなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医

療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快

し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特

定施設に速やかに入居させることができるように努めなければなら

ない。 

第２１６条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第２１７条中「、第５４条の４」の次に「から第５４条の８まで、
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第５４条の１０」を加え、「（第５４条の９第２項を除く。）」を削

り、「及び第１３９条の２」を「、第１３９条の２及び第１４０条の

２」に改め、「第５４条の２の２第２項、」の次に「第５４条の４第

１項並びに」を加え、「並びに第５４条の４第１項」を削る。 

  第２２８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２３３条第２項第２号から第９号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第２３４条中「第５４条の４から」の次に「第５４条の８まで、第

５４条の１０から」を加え、「（第５４条の９第２項を除く。）」を

削り、「から第２１１条まで」を「、第２１０条、第２１１条」に改

める。 

第２３８条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年政

令第４１２号）」を加える。 

第２３９条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２４６条第１項中「重要事項を」を「重要事項（以下この条にお

いて単に「重要事項」という。）を」に改め、同条第２項中「前項に

規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条

中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。 

第２４７条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第２５０条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２５０条中第７号を第１０号とし、第６号を第７号とし、同号の

次に次の２号を加える。 
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 （８）指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（９）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第２５０条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の

次に次の１号を加える。 

（４）法第８条の２第１０項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用

具及び同条第１１項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当す

る福祉用具（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定介護予

防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉

用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択で

きることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に

当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付け

た指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利

用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

第２５１条第１項中「期間」の次に「、介護予防福祉用具貸与計画

の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）

を行う時期」を加え、同条第５項中「当該介護予防福祉用具貸与計画

の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）」

を「モニタリング」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に

当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開

始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、その継続

の必要性について検討を行うものとする。 

第２５６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２６１条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に
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規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項

第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第３

号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第２６４条第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２６４条中第５号を第９号とし、第４号を第５号とし、同号の次

に次の３号を加える。 

 （６）対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当

たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の

使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方

法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。 

（７）指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（８）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

 第２６４条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

（３）対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当

たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護

予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説

明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供

するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介

護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等

の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏ま

え、提案を行うものとする。 

第２６５条に次の１項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福

祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の

作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成

状況の確認を行うものとする。 
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 第２６６条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

（千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第５条 千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２７年千葉市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護

予防支援事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該

指定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に

当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。 

  第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事

業所（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第

２項中「前項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次

の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項

の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介

護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」とい

う。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が

著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護

支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管

理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  
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（１）管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門

員の職務に従事する場合  

（２）管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定

介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）  

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対

し」を加え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援

事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門

員。以下この章及び次章において同じ。）」を加え、同条第４項第２

号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的

記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３５条第１項にお

いて同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第１２条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項

の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の

地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要

した交通費の支払を利用者から受けることができる。  

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項

に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

  第１３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中

「（平成１１年厚生省令第３６号）」を削り、同条第４号中「規定」

の次に「（第３２条第２９号の規定を除く。）」を加える。 

  第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項
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を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。  

  第３０条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

（３）第３２条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（第３２条第２号の２及び第２号の３において

「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第３２条第２号の次に次の２号を加える。 

（２）の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。  

（２）の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。  

  第３２条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並び

に利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」

を削り、同号ウを同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書

の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除

く。）」を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加え

る。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによっ

て行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、

サービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期

間（以下この号において単に「期間」という。）について、少

なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接
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するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ

電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。 

（ア）テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文

書により利用者の同意を得ていること。 

（イ）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について

主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。  

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。  

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うこ

とができること。 

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受ける

こと。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい

変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接す

ること。  

  第３２条に次の１号を加える。 

（ 29）指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法

第１１５条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を

求められた場合には、その求めに応じなければならない。  

  第３５条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

（千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市

条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を
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改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定

による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医

療施設をいう。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１

項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

第１０条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１１条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第９０条の２第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に

改める。 

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３）第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同
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条第１６号とし、同条中第１３号を第１５号とし、第１０号から第

１２号までを２号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。 

（10）指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（11）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  第４５条第１項ただし書を次のように改める。 

   ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

  第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同

条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

  第６３条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、

介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進
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を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければな

らない。 

  第６４条第２項第３号及び第５号から第８号までの規定中「に規定

する」を「の規定による」に改める。 

第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所」を削る。 

第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にある

こと等により」を削る。 

第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次

に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に

基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保してい

ること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以

上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なけ

ればならない。 

 ４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第

１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次

項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条
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第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関

が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力

医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽

快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができ

るように努めなければならない。 

第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に

改める。 

  第９０条の２第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （千葉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第７条 千葉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第２項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第１２条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第２５条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

   養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか

じめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件

を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかな
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ければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定

めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホーム

の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる

体制を確保していること。 

第２５条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入

所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定

する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発

生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入

院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることが

できるように努めなければならない。 

（千葉市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第８条 千葉市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基
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準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで

きる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第５４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め

る。 

第２３条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、

当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を

得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、

必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。 

第２４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３２条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、

あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号

の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めて

おかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関と

して定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支

えない。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福

祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を

行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け
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入れる体制を確保していること。 

第３２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協

力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項

に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染

症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機

関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となっ

た場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所

させることができるように努めなければならない。 

第３３条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要

事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」

を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、

「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

第３９条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第３９条の３ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設

における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の

向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設に
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おける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければ

ならない。 

第４１条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第５１条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第５４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第９条 千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第６項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護

支援専門員（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第

８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

第６条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで

きる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第５４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め

る。 

第１８条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

第２５条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 
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第３２条第２項第１号及び第２号中「又は」を「及び」に改める。 

第３３条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要

件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておか

なければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として

定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えな

い。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施

設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる

体制を確保していること。 

第３３条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 介護老人保健施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、

入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規

定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医

療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する

新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又

は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の

発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関で

ある場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 
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５ 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させるこ

とができるように努めなければならない。 

第３４条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要

事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」

を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、

「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。 

第３９条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第３９条の３ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における

業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資

する取組の促進を図るため、当該介護老人保健施設における入所者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第４１条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第５１条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第５４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

（千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第１０条 千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６３号）の一部を次のように改正
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する。 

  目次中「第３１条の２」を「第３１条の３」に改める。 

第９条第２項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第２２条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、

当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得

て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、

必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。 

第２３条第２項中「第３１条の２」を「第３１条の３」に改める。 

第２７条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の

要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めてお

かなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関とし

て定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支え

ない。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホ

ームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入

れる体制を確保していること。 

第２７条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 特別養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、

入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 
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３ 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症

又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。 

第２章中第３１条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第３１条の３ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにお

ける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上

に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける

入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならな

い。 

第４０条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第４２条中「第３１条の２」を「第３１条の３」に改める。 

第４８条中「、第３１条及び第３１条の２」を「及び第３１条から

第３１条の３まで」に、「第３１条の２まで」を「第３１条の３まで」

に改める。 
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第５２条中「、第３１条の２」を「から第３１条の３まで」に、

「第３１条の２まで」を「第３１条の３まで」に改める。 

 （千葉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１１条 千葉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年千葉市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第２項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第１１条第４項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１２条第３項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第３４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め

る。 

  第２７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

 ２ 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに

当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 軽費老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入

所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定

する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新
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型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発

生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入

院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることが

できるように努めなければならない。 

  第２８条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

 ３ 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第３４条第１項中「、交付」及び「（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」

を削る。 

  附則第６条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 （千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第１２条 千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで

きる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
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第５５条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め

る。 

第１９条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

第２６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３４条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

   介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満た

す協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければ

ならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めるこ

とにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

（２）当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医

師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院

を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制

を確保していること。 

第３４条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 介護医療院は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する

第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」

という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第

９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等

の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場
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合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該介護医療院に速やかに入所させることができるよ

うに努めなければならない。 

第３５条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要

事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」

を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、

「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。 

第４０条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第４０条の３ 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、

介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、当該介護医療院における入所者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。 

第５２条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。 

第５５条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１３条 千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例（令和３年千葉市条例
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第１７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条及び附則第３条を次のように改める。 

  （虐待の防止に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、第１

条の規定による改正後の千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新居宅サービス等

条例」という。）第３条第３項（新居宅サービス等条例第９０条第

１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限

る。）及び第３９条の２（新居宅サービス等条例第９７条において

準用する場合に限る。）並びに第５条の規定による改正後の千葉市

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例（以下「新介護予防サービス等条例」とい

う。）第３条第３項（新介護予防サービス等条例第８８条第１項に

規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に

限る。）及び第５４条の１０の２（新介護予防サービス等条例第

９３条において準用する場合に限る。）の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めな

ければ」とし、新居宅サービス等条例第９５条及び新介護予防サー

ビス等条例第９１条の規定の適用については、これらの規定中「、

次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」

とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除

く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、新居

宅サービス等条例第３１条の２（新居宅サービス等条例第９７条に

おいて準用する場合に限る。）及び新介護予防サービス等条例第

５４条の２の２（新介護予防サービス等条例第９３条において準用

する場合に限る。）の規定の適用については、これらの規定中「講

じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施し
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なければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うも

のとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例第８条第２項第２号及び第２７６条第１

項の改正規定、第２条中千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定める条例第６条第４項第２号及び第３３条

第１項の改正規定、第３条中千葉市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第９条第２項第２

号及び第２０２条の２第１項の改正規定、第４条中千葉市指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例第５０条の２第２項第２号及び第２６６条第１項の改

正規定、第５条中千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例第６条第４項第２号及び第３５条第

１項の改正規定、第６条中千葉市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例第１１条第２項第２号及び第９０条の２第１項の改正規定、

第８条中千葉市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例第５条第２項第２号及び第５４条第１項の改正

規定、第９条中千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準を定める条例第６条第２項第２号及び第５４条

第１項の改正規定、第１１条中千葉市軽費老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例第１２条第３項第２号及び第３４条第

１項の改正規定（「、交付」を削る部分を除く。）並びに第１２条

中千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
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を定める条例第７条第２項第２号及び第５５条第１項の改正規定 

 公布の日 

（２）第１条中千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例第６５条第１項ただし書、第７１条、第

７７条第２項、第８０条、第８４条、第８５条、第８７条第２項、

第９４条、第９６条第２項、第１３６条、第１３９条、第１４０条、

第１４４条第２項及び第１９０条第１項の改正規定並びに第４条中

千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例第６５条第１項ただし書、第７３条第

２項、第７６条、第７７条第４項、第７９条及び第８３条第２項の

改正規定、第８６条の改正規定（第１号に係る部分を除く。）並び

に第９２条第２項、第９５条、第１１７条、第１２２条第２項、第

１２５条及び第１７４条第１項の改正規定 令和６年６月１日 

  （重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、第１

条の規定による改正後の千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新居宅サービス等条例」

という。）第３３条第３項（新居宅サービス等条例第４１条の３、第

４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８条、第９７条、第

１１２条、第１１４条、第１３４条、第１４５条、第１６７条（新居

宅サービス等条例第１８０条において準用する場合を含む。）、第

１８０条の３、第１８７条、第２０３条（新居宅サービス等条例第

２１５条において準用する場合を含む。）、第２３６条及び第２４７

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中

「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等

条例第２６０条第３項（新居宅サービス等条例第２６４条及び第

２７５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブ

サイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第２条
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の規定による改正後の千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準を定める条例第２４条第３項（同条例第３２条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居

宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。」とあるのは「削除」と、第３条の規定による改

正後の千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「新地域密着型サービス条例」とい

う。）第３４条第３項（新地域密着型サービス条例第５９条、第５９

条の２０、第５９条の２０の３、第５９条の３８、第８０条、第

１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及び第

２０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則とし

て、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるの

は「削除」と、第４条の規定による改正後の千葉市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

（以下「新介護予防サービス等条例」という。）第５４条の４第３項

（新介護予防サービス等条例第６２条、第７４条、第８４条、第９３

条、第１２３条、第１４２条（新介護予防サービス等条例第１５９条

において準用する場合を含む。）、第１６４条の３、第１７１条、第

１８１条（新介護予防サービス等条例第１９６条において準用する場

合を含む。）、第２１７条及び第２３４条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護

事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等条例第

２４６条第３項（新介護予防サービス等条例第２５３条及び第２６２

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中

「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第５

条の規定による改正後の千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
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の方法に関する基準を定める条例第２３条第３項（同条例第３４条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指

定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第６条の規定によ

る改正後の千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下この条か

ら附則第４条までにおいて「新地域密着型介護予防サービス条例」

という。）第３２条第３項（新地域密着型介護予防サービス条例第

６５条及び第８６条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」と、第８条の規定による改正後の千葉市指定介護老

人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下こ

の条、附則第４条及び附則第６条において「新指定介護老人福祉施設

条例」という。）第３３条第３項（新指定介護老人福祉施設条例第

５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同

項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第９条の規

定による改正後の千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準を定める条例（以下この条、附則第４条及び附則

第６条において「新介護老人保健施設条例」という。）第３４条第３

項（新介護老人保健施設条例第５３条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは

「削除」と、第１１条の規定による改正後の千葉市軽費老人ホームの

設備及び運営に関する基準を定める条例第２８条第３項（同条例附則

第１０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第１２条の規定

による改正後の千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に

80



関する基準を定める条例（以下この条、附則第４条及び附則第６条に

おいて「新介護医療院条例」という。）第３５条第３項（新介護医療

院条例第５４条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。 

  （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、新居

宅サービス等条例第１５４条第６項（新居宅サービス等条例第１８０

条の３及び第１８７条において準用する場合を含む。）、第１７３条

第８項、第１９３条第６項及び第２０８条第８項、新地域密着型サー

ビス条例第９２条第７号及び第１９７条第７号、新介護予防サービス

等条例第１３６条第３項（新介護予防サービス等条例第１５９条、第

１６４条の３及び第１７１条において準用する場合を含む。）及び第

１７７条第３項（新介護予防サービス等条例第１９６条において準用

する場合を含む。）並びに新地域密着型介護予防サービス条例第５３

条第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」

とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新居

宅サービス等条例第１６５条の２（新居宅サービス等条例第１８０条、

第１８０条の３、第１８７条、第２０３条（新居宅サービス等条例第

２１５条において準用する場合を含む。）及び第２３６条において準

用する場合を含む。）、新地域密着型サービス条例第１０６条の２

（新地域密着型サービス条例第１２８条、第１４９条、第１７７条、

第１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）、新介護

予防サービス等条例第１４０条の２（新介護予防サービス等条例第

１５９条、第１６４条の３、第１７１条、第１８１条（新介護予防サ

ービス等条例第１９６条において準用する場合を含む。）及び第

２１７条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サ

ービス条例第６３条の２（新地域密着型介護予防サービス条例第８６
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条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設条例第

３９条の３（新指定介護老人福祉施設条例第５３条において準用する

場合を含む。）、新介護老人保健施設条例第３９条の３（新介護老人

保健施設条例第５３条において準用する場合を含む。）、第１０条の

規定による改正後の千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下この条及び附則第６条において「新特別養

護老人ホーム条例」という。）第３１条の３（新特別養護老人ホーム

条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。）

及び新介護医療院条例第４０条の３（新介護医療院条例第５４条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定

中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

  （口腔衛生の管理に係る経過措置） 

第５条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新居

宅サービス等条例第２２７条の２及び新介護予防サービス等条例第

２１０条の２の規定の適用については、これらの規定中「行わなけれ

ば」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。 

  （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

第６条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地

域密着型サービス条例第１７２条第１項（新地域密着型サービス条例

第１８９条において準用する場合を含む。）、第７条の規定による改

正後の千葉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例第２５条第１項、新指定介護老人福祉施設条例第３２条第１項（新

指定介護老人福祉施設条例第５３条において準用する場合を含む。）、

新介護老人保健施設条例第３３条第１項（新介護老人保健施設条例第

５３条において準用する場合を含む。）、新特別養護老人ホーム条例

第２７条第１項（新特別養護老人ホーム条例第４２条、第４８条及び

第５２条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院条例第 

３４条第１項（新介護医療院条例第５４条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなけれ

ば」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。 
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議 案 説 明 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部改正に伴い、身体的拘束等の適正化を推進するほか、所要の改正

を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３１号 

千葉市介護保険条例の一部改正について 

千葉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市介護保険条例（平成１２年千葉市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条を次のように改める。 

（保険料率） 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１）令第３８条第１項第１号に掲げる者 ３４，３９８円 

（２）令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４４，２２６円 

（３）令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５２，１６４円 

（４）令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６８，０４０円 

（５）令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７５，６００円 

（６）令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８３，１６０円 

（７）令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８６，９４０円 

（８）令第３８条第１項第８号に掲げる者 ９８，２８０円 

（９）令第３８条第１項第９号に掲げる者 １１７，１８０円 

（10）令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １３６，０８０円 

（11）令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １５８，７６０円 

（12）令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １８１，４４０円 

（13）令第３８条第１項第１３号に掲げる者 ２０４，１２０円 

２ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第６号の基準所

得金額は、同条第６項の規定に基づく施行規則第１４３条の規定にか

かわらず、８００，０００円とする。  
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３ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第７号の基準所

得金額は、同条第７項の規定に基づく施行規則第１４３条の２の規定

にかかわらず、１，２５０，０００円とする。 

４ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第８号の基準所

得金額は、同条第８項の規定に基づく施行規則第１４３条の３の規定

にかかわらず、１，９００，０００円とする。 

５ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第９号の基準所

得金額は、同条第９項第１号の規定にかかわらず、３，０００，

０００円とする。 

６ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１０号の基準

所得金額は、同条第９項第２号の規定にかかわらず、５，０００，

０００円とする。 

７ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１１号の基準

所得金額は、同条第９項第３号の規定にかかわらず、７，０００，

０００円とする。 

８ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１２号の基準

所得金額は、同条第９項第４号の規定にかかわらず、９，０００，

０００円とする。 

９ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２１，５４６円とする。 

10 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合において、前項中「２１，

５４６円」とあるのは、「２９，１０６円」と読み替えるものとする。 

11 第９項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度にお

ける保険料率について準用する。この場合において、第９項中「２１，

５４６円」とあるのは、「５１，７８６円」と読み替えるものとする。 

 第５条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１

号イ」に、「ハ」を「ニ」に、「又は第６号ロ」を「、第６号ロ、第７
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号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」

に、「第６号まで」を「第１２号まで」に改める。 

 第１３条第１項中「第３９条第１項第３号」を「第３８条第１項第３

号」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３条、第５条第３項及び第１３条第１項

の規定は、令和６年度以後の年度に係る保険料率の算定について適用

し、令和５年度以前の年度に係る保険料率の算定については、なお従

前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和６年度から令和８年度までの第１号被保険者の保険料率を定め

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３２号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部改正について 

 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正）  

第１条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。  

目次中「第１４８条の４」を「第１４８条の５」に改める。  

  第２条第１１号及び第１２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に

改め、同条第１７号中「、指定通所支援等基準条例第６１条に規定す

る指定医療型児童発達支援の事業」を削る。 

  第５条第１項中「として」の次に「こども家庭庁長官及び」を加え

る。 

  第６条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該指定居宅介護事

業所以外」に改める。 

  第７条に後段として次のように加える。 

この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの

事業について準用する第５条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生

労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 

  第２５条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第

３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２）指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活
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又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援

に配慮すること。 

  第２６条第２項中「当該居宅介護計画を」の次に「利用者及びその

同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相

談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。

以下同じ。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援を

いう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者

等」という。）に」を加え、同条第３項中「は、」の次に「第１項の」

を加える。 

  第３０条に次の１項を加える。 

４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己

決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

  第４４条第１項中「として」の次に「こども家庭庁長官及び」を加

える。 

  第４５条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該基準該当居宅

介護事業所以外」に改める。 

  第４８条第２項中「読み替える」の次に「ほか、重度訪問介護に係

る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第

４４条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは

「厚生労働大臣」と読み替える」を加える。 

  第５０条第７項中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削り、同条

第８項中「第６条の２の２第３項」を「第７条第２項」に改める。 

  第５５条第２項及び第５６条中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に

改める。 

  第５８条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなけれ
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ばならない。 

  第５９条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の

尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第１０項中「第

７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条

第１１項とし、同条中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、

同条第７項中「利用者」の次に「及び指定特定相談支援事業者等」を

加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及

び当該利用者」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する

意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項を同条第６項とし、

同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の

１項を加える。 

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利

用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなけれ

ばならない。 

  第６０条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己

決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

  第７９条第１項第２号及び第４項中「又は作業療法士」を「、作業

療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第９４条の４第１号及び第２号中「第１４８条の３」を「第１４８

条の４」に改める。 

  第１０４条第４項中「は、」の次に「こども家庭庁長官及び」を加

える。 

  第１０５条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の

次に次の１項を加える。 

 ２ 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなけれ
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ばならない。 

  第１１３条第３項中「として」の次に「こども家庭庁長官及び」を

加える。 

  第１１９条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の

次に次の１項を加える。 

 ２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に

配慮しなければならない。 

  第１２０条第２項中「当該重度障害者等包括支援計画を」の次に

「利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に」を

加える。 

  第１２２条中「第２９条」の次に「、第３０条第４項」を加える。 

  第１４２条第１項第１号及び第４項中「又は作業療法士」を「、作

業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第１４８条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第８章第５節中第１４８条の４を第１４８条の５とし、第１４８条

の３を第１４８条の４とし、第１４８条の２の次に次の１条を加える。 

  （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテー

ション事業者の基準） 

第１４８条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所

リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準条例第１３６

条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以

下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

（１）指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準

条例第１３６条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事

業所をいう。以下同じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通所

リハビリテーション事業所が介護老人保健施設（介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健

施設をいう。）又は介護医療院（同条第２９項に規定する介護医

療院をいう。）である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積

90



に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用さ

れるものに限る。）の面積を加えるものとする。第１４９条第２

号において同じ。）を、指定通所リハビリテーション（指定居宅

サービス等基準条例第１３５条に規定する指定通所リハビリテー

ションをいう。以下同じ。）の利用者の数と共生型自立訓練（機

能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メート

ル以上であること。 

（２）指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指

定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテ

ーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の

数及び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数である

とした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所とし

て必要とされる数以上であること。 

（３）共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

  第１４９条中「基準該当障害福祉サービス（」の次に「第１４９条

の３に規定する病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。」を加

え、同条第１号中「指定通所介護事業者等」の次に「又は指定通所リ

ハビリテーション事業者」を、「指定通所介護等」の次に「又は指定

通所リハビリテーション」を加え、同条第２号中「機能訓練室」の次

に「又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等」を、

「指定通所介護等」の次に「又は指定通所リハビリテーション」を加

え、同条第３号中「指定通所介護事業所等の」を「指定通所介護事業

所等又は指定通所リハビリテーション事業所の」に改め、「当該指定

通所介護事業所等」の次に「又は当該指定通所リハビリテーション事

業所」を、「指定通所介護等」の次に「又は指定通所リハビリテーシ

ョン」を加える。 

  第１４９条の２の次に次の１条を加える。 
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  （病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）

に関する基準） 

第１４９条の３ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されてい

ないこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害

者に対して病院又は診療所（以下「病院等基準該当自立訓練（機能

訓練）事業者」という。）が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準

該当障害福祉サービス（以下この条において「病院等基準該当自立

訓練（機能訓練）」という。）に関して病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 （１）病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う事業所（次号にお

いて「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所」という。）

の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練（機能訓練）

を受ける利用者の数で除して得た面積が３平方メートル以上であ

ること。 

 （２）病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、管理者及

び次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて当該ア又はイに定め

る基準を満たす人員を配置していること。 

ア 利用者の数が１０人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自

立訓練（機能訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１以上確保

されていること。 

イ 利用者の数が１０人を超える場合 専ら当該病院等基準該当

自立訓練（機能訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者

の数を１０で除した数以上確保されていること。 

 （３）病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して

適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業

所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

  第１５８条及び第１７１条中「同条第８項」を「同条第９項」に改

める。 

  第１８９条中「第１４６条」の次に「、第１７９条第６項」を加え、
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「第１８０条第１項」を「第１７９条第６項中「賃金及び第３項に規

定する工賃」とあるのは「第１８８条第１項の工賃」と、第１８０条

第１項」に改める。 

  第１９３条中「第１４６条」の次に「、第１７９条第６項」を、

「第３項」と」の次に「、第１７９条第６項中「賃金及び第３項に規

定する工賃」とあるのは「第１９２条第１項の工賃」と」を加える。 

  第１９３条の６に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己

決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

  第１９３条の７中「過去３年間において平均１人以上、通常の事業

所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サ

ービス事業者」を「生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者で

あって、過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新

たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センタ

ー」に改める。 

  第１９３条の１４第１項第２号ア及びイを次のように改める。 

   ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の（ア）又は（イ）

に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）

に定める数 

   （ア）利用者の数が６０以下 １以上 

   （イ）利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて

６０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

   イ アに掲げる場合以外の場合 次の（ア）又は（イ）に掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定め

る数 

   （ア）利用者の数が３０以下 １以上 

   （イ）利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて

３０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

第１９３条の１４中第４項を第６項とし、第３項を第５項とし、第
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２項の次に次の２項を加える。 

３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地

域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労

働省令第２７号。以下この条において「指定地域相談支援基準」と

いう。）第２条第３項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。）

の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移

行支援（指定地域相談支援基準第１条第１１号に規定する指定地域

移行支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体的に運営し

ている場合にあっては、指定地域相談支援基準第３条の規定により

当該事業所に配置された相談支援専門員（同条第２項に規定する相

談支援専門員をいう。以下同じ。）を第１項第２号の規定により置

くべきサービス管理責任者とみなすことができる。 

４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（指定地域相

談支援基準第３９条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をい

う。）の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定

地域定着支援（指定地域相談支援基準第１条第１２号に規定する指

定地域定着支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体的に

運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第４０条にお

いて準用する指定地域相談支援基準第３条の規定により当該事業所

に配置された相談支援専門員を第１項第２号の規定により置くべき

サービス管理責任者とみなすことができる。 

  第１９３条の１７を次のように改める。 

 第１９３条の１７ 削除 

  第１９３条の１８の見出し中「訪問」の次に「等」を加え、同条中

「おおむね週に１回以上、」を「定期的に」に改め、「により」の次

に「、又はテレビ電話装置等を活用して」を加える。 

  第１９３条の２０中「準用する次条第１項」と」の次に「、第５８

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９３条の２０において準

用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助

計画」と」を加え、「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 
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  第１９４条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「効果的」

の次に「に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活

への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の

定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立し

た日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的」

を加える。 

  第１９５条第１項第２号ア中「障害支援区分に係る市町村審査会に

よる審査及び判定の基準等に関する省令」を「障害支援区分に係る市

町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令」に、「区分省

令」を「区分命令」に改め、同号イからエまでの規定中「区分省令」

を「区分命令」に改める。 

  第１９７条の２第３項中「必要な援助」の次に「を行い、又はこれ

に併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援

助」を加える。 

  第１９７条の５中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２

項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しな

ければならない。 

  第１９７条の６に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己

決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

  第１９７条の６の次に次の１条を加える。 

  （地域との連携等） 

 第１９７条の７ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提

供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たって

は、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助につい

95



て知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下

この条及び第２００条の１０において「地域連携推進会議」とい

う。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議にお

いて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、お

おむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同

生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共

同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況

の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている

場合には、適用しない。 

  第１９９条の４に次の２項を加える。 

３ 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７

項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規

定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

  第２００条中「、第７５条」を削る。 

  第２００条の２中「入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上

の」を「相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上

の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への

移行及び移行後の定着に必要な」に改める。 

96



  第２００条の３中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「の援

助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生

活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。 

  第２００条の４第１項第２号中「区分省令」を「区分命令」に改め

る。 

  第２００条の１０を次のように改める。 

  （地域との連携等） 

 第２００条の１０ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交

流を図らなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支

援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開

催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議において、事業

の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会

議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議

の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する

機会を設けなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、

要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表

しなければならない。 

５ 前３項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が

その提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部

の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措

置として市長が定めるもの（次項に規定するものを除く。）を講じ

ている場合には、適用しない。 

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第８９条の３

第１項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に

認めるもの（以下「協議会等」という。）に対して定期的に日中サ
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ービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第２項の報告、

要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等に

よる評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等

における報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなけれ

ばならない。 

  第２００条の１１中「、第７５条」を削る。 

  第２００条の１２中「（第２００条の１４第１項」を「又はこれに

併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の

定着に必要な援助（第２００条の１４第１項」に改める。 

  第２００条の１３中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「の

援助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常

生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。 

  第２００条の２２中「、第７５条」を削り、「第１９７条の６」を

「第１９７条の７」に改める。 

  第２０１条第１項中「、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所

支援等基準条例第６２条に規定する指定医療型児童発達支援事業所を

いう。）」を削り、同条第２項中「、指定医療型児童発達支援事業所」

を削る。 

  第２０３条第１項中「第１４８条の４」を「第１４８条の５」に改

める。 

  附則第２条第１項及び第２項中「障害支援区分に係る市町村審査会

による審査及び判定の基準等に関する省令」を「障害支援区分に係る

市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令」に改める。 

第２条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

  目次中 

 「 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５９ 

       条―第１６０条）               」 

 「 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５９ 

を 
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       条―第１６０条）                 

  第９章の２ 就労選択支援 

   第１節 基本方針（第１６０条の２） 

   第２節 人員に関する基準（第１６０条の３・第１６０条の に 

４） 

  第３節 設備に関する基準（第１６０条の５） 

  第４節 運営に関する基準（第１６０条の６―第１６０条の 

９）                     」 

 改める。 

  第２条第３号中「第５条第２３項」を「第５条第２４項」に改める。 

  第３条第１項中「及び第８章」を「、第８章、第９章及び第１０章」

に改める。 

  第９章の次に次の１章を加える。 

    第９章の２ 就労選択支援 

     第１節 基本方針 

第１６０条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス（以下

「指定就労選択支援」という。）の事業は、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第６条の７の

２に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提

供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規

則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、

当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７の４に

規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。 

     第２節 人員に関する基準 

  （従業者の員数） 

第１６０条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労

選択支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

就労選択支援事業所」という。）に置くべき就労選択支援員（指定

就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを

いう。以下同じ。）の数は、指定就労選択支援事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を１５で除した数以上とする。 
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 ２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指

定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は、

専ら当該指定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければな

らない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。 

  （準用） 

第１６０条の４ 第５１条の規定は、指定就労選択支援の事業につい

て準用する。 

     第３節 設備に関する基準 

  （準用） 

 第１６０条の５ 第８２条の規定は、指定就労選択支援の事業につい

て準用する。 

     第４節 運営に関する基準 

  （実施主体） 

第１６０条の６ 指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労

継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以

内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所

に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援

の経験及び実績を有すると市長が認める事業者でなければならない。 

  （評価及び整理の実施） 

第１６０条の７ 指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その

他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価

並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理（以下この節

において「アセスメント」という。）を行うものとする。 

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同

様の評価及び整理を実施した場合には、指定就労選択支援事業者は、

当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えるこ

とができる。この場合において、指定就労選択支援事業者は、次項

の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定障害

福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該
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障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への

参加その他の必要な協力を求めることができる。 

３ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、

利用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所そ

の他の関係機関の担当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を開催し、当該利用者の就

労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を

求めるものとする。 

４ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際に

は、当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に

提供しなければならない。 

  （関係機関との連絡調整等の実施） 

第１６０条の８ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を

踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援セン

ターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。 

２ 指定就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協

議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域に

おける就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報

の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を

提供するよう努めなければならない。 

  （準用） 

第１６０条の９ 第９条から第２０条まで、第２３条、第２８条、第

３３条の２、第３５条の２から第４１条まで、第５８条、第６１条、

第６７条、第６９条から第７１条まで、第７５条、第７６条（第２

項第１号を除く。）、第８５条、第８６条、第８７条から第９３条

まで、第１４５条及び第１５６条の２の規定は、指定就労選択支援

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条」とあるのは「第１６０条の９において準用する第９０条」

と、第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１６０条の９

において準用する第１４５条第１項」と、第２３条第２項中「第

２１条第２項」とあるのは「第１６０条の９において準用する第
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１４５条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項に規定する療

養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは

「利用者の心身の状況等に応じて」と、第７６条第２項第２号中

「第５４条第１項」とあるのは「第１６０条の９において準用する

第１９条第１項」と、同項第３号中「第６６条」とあるのは「第

１６０条の９において準用する第８９条」と、同項第４号から第６

号までの規定中「次条」とあるのは「第１６０条の９」と、第９０

条中「第９３条第１項」とあるのは「第１６０条の９において準用

する第９３条第１項」と、第９３条第１項中「前条」とあるのは

「第１６０条の９において準用する前条」と、第１５６条の２第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労

働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（厚生

労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。）」と、同

条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読み替えるものとする。 

  第１７０条の次に次の１条を加える。 

  （就労選択支援に関する情報提供） 

第１７０条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計

画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報

提供を行うものとする。 

  第１８４条中「及び第１４６条」を「、第１４６条及び第１７０条

の２」に改める。 

  第１８９条及び第１９３条中「第１４６条」の次に「、第１７０条

の２」を加える。 

（千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第３条 千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６９号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第３号中「、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医
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療型児童発達支援をいう。）の事業」を削り、「同条第４項」を「同

条第３項」に、「同条第５項」を「同条第４項」に、「同条第６項」

を「同条第５項」に改める。 

  第１６条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

 ２ 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努め

なければならない。 

第１７条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の

尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第１０項中「第

７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条

第１１項とし、同条中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、

同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者又は障害児の保護者

に対して指定計画相談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定

計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相談支援（児童福

祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）

を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」とい

う。）」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を

「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」

の次に「及び当該利用者」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生

活に対する意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項を同条第

６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項

の次に次の１項を加える。 

 ３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自

ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の

支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等につ

いて丁寧に把握しなければならない。 

  第１８条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己

決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ
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るよう努めなければならない。 

  第３９条第１項第３号及び第４項並びに第５２条第１項第２号及び

第４項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改

める。 

  第５４条第１項中「第６３条第１項」を「第６１条の２」に改める。 

  第５５条及び第６０条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第６１条の次に次の１条を加える。 

  （規模） 

 第６１条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事

業所」という。）は、１０人以上の人員を利用させることができる

規模を有するものでなければならない。 

  第６３条第１項中「就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行

支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支

援事業所」という。）」を「就労移行支援事業所」に改める。 

  第６９条中「第３８条まで」を「第３６条まで、第３８条」に、

「同条第８項」を「同条第９項」に改める。 

  第８８条第１項中「、指定医療型児童発達支援（指定通所支援等基

準条例第６１条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業」

を削る。 

第４条 千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を次のように改正する。 

  目次中 

「第５章 自立訓練（生活訓練）（第５６条―第６０条）   」を 

「第５章 自立訓練（生活訓練）（第５６条―第６０条）    

第５章の２ 就労選択支援（第６０条の２―第６０条の８） 」 

 改める。 

  第３条第１項中「から」の次に「第５章まで及び第６章から」を加

える。 

  第５章の次に次の１章を加える。 

    第５章の２ 就労選択支援 

に 
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  （基本方針） 

第６０条の２ 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、施行規則第６条の７の２に規

定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通

じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６

条の７の３に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該

評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７の４に規定

する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。 

  （規模） 

第６０条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事

業所」という。）は、１０人以上の人員を利用させることができる

規模を有するものでなければならない。 

  （職員の配置の基準） 

第６０条の４ 就労選択支援事業所に置くべき職員及びその員数は、

次のとおりとする。 

（１）管理者 １ 

（２）就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として厚生労

働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 就労選択支援事業所

ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を１５で除した数以上 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新

規に事業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は、

当該就労選択支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労選択支

援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

 ４ 第１項第２号の就労選択支援員は、専ら当該就労選択支援事業所

の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、この限りでない。 
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  （実施主体） 

第６０条の５ 就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支

援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当

該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用

されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験

及び実績を有する事業者でなければならない。 

  （評価及び整理の実施） 

第６０条の６ 就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活

動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに

施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理（以下この章におい

て「アセスメント」という。）を行うものとする。 

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同

様の評価及び整理を実施した場合には、就労選択支援事業者は、当

該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えること

ができる。この場合において、就労選択支援事業者は、次項の規定

による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サ

ービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者

就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

３ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利

用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その

他の関係機関の担当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を開催し、当該利用者の就労

に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求

めるものとする。 

４ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、

当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供

しなければならない。 

  （関係機関との連絡調整等の実施） 

第６０条の７ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、

必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその
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他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。 

２ 就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会

への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域におけ

る就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収

集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供

するよう努めなければならない。 

  （準用） 

第６０条の８ 第８条、第９条（第２項第１号を除く。）、第１３条

から第１６条まで、第１９条、第２４条から第２６条まで、第２８

条から第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、第３８条、

第４１条、第４３条、第４４条及び第４５条から第４９条までの規

定は、就労選択支援の事業について準用する。この場合において、

第９条第２項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条の

８において準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条

第２項」とあるのは「第６０条の８において準用する第３０条第２

項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第６０条の

８において準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条

第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に

応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と読み替え

るものとする。 

  第６８条の次に次の１条を加える。 

  （就労選択支援に関する情報提供） 

第６８条の２ 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談

支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を

行うものとする。 

  第８４条中「及び第５３条」を「、第５３条及び第６８条の２」に

改める。 

  第８７条中「第５３条」の次に「、第６８条の２」を加える。 

 （千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第５条 千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基
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準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７０号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

  第３条に次の２項を加える。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把

握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第７７条第３項各

号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活

への移行に向けた措置を講じなければならない。 

 ５ 指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以

外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するととも

に、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利

用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービ

ス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は

特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わな

ければならない。 

  第４条第１項第１号及び第２号中「又は作業療法士」を「、作業療

法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第２５条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

 ２ 指定障害者支援施設等は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなけ

ればならない。 

  第２６条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の

尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次

のように加える。 

この場合において、サービス管理責任者は、第２７条の３第１項

の地域移行等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」

という。）が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を

踏まえるものとする。 
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第２６条第１０項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第

９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項と

し、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該

利用者に対して指定計画相談支援（法第５１条の１７第２項に規定す

る指定計画相談支援をいう。）を行う者」を加え、同項を同条第８項

とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７

項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用者」を、「担

当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含む。）」を、「開

催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認する

とともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項と

し、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利

用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなけれ

ばならない。 

  第２７条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己

決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

  第２７条の次に次の２条を加える。 

  （地域との連携等） 

 第２７条の２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提

供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっ

ては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サー

ビスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成さ

れる協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催

し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議において、事業の
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運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機

会を設けなければならない。 

 ３ 指定障害者支援施設等は、地域連携推進会議の開催のほか、おお

むね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支

援施設等を見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、第２項の報告、要望、助言等について

の記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、指定障害者支援施設等がその提供する施設障害

福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状

況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じてい

る場合には、適用しない。 

  （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

 第２７条の３ 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行

に関する意向の把握、利用者の当該指定障害者支援施設等以外にお

ける指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該

指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用

に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地域移行等意

向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に

関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任し

なければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等

意向確認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等に

おいて把握し、又は確認した内容をサービス管理責任者に報告する

とともに、当該内容を第２６条第６項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たって

は、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援

事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障

害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移

行に向けた支援を行うよう努めなければならない。 

  第５０条に次の２項を加える。 
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３ 指定障害者支援施設等は、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項

に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染

症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機

関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

  第５７条を次のように改める。 

 第５７条 削除 

 （千葉市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第６条 千葉市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の２項を加える。 

 ４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援

に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、

当該意向を定期的に確認するとともに、法第７７条第３項各号に掲

げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業

を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移

行に向けた措置を講じなければならない。 

 ５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指

定障害福祉サービス等（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等を把握するとともに、

利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者

の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用

に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支

援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければなら

ない。 
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  第１１条第１項第２号及び第３号中「又は作業療法士」を「、作業

療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第１８条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努め

なければならない。 

  第１９条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の

尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次

のように加える。 

この場合において、サービス管理責任者は、第２０条の３第１項

の地域移行等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」

という。）が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を

踏まえるものとする。 

第１９条第１０項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第

９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項と

し、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該

利用者に対して指定計画相談支援（法第５１条の１７第２項に規定す

る指定計画相談支援をいう。）を行う者」を加え、同項を同条第８項

とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７

項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用者」を、「担

当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含む。）」を、「開

催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認する

とともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項と

し、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該

利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しな

ければならない。 

  第２０条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己
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決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに

困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われ

るよう努めなければならない。 

  第２０条の次に次の２条を加える。 

  （地域との連携等） 

 第２０条の２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスに

ついて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協

議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催し、お

おむね１年に１回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に

係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

３ 障害者支援施設は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１

年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学

する機会を設けなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は、第２項の報告、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サ

ービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公

表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合

には、適用しない。 

 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

 第２０条の３ 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関す

る意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害

福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施

設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期

的な確認（以下この条において「地域移行等意向確認等」という。）
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を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めると

ともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等

意向確認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等に

おいて把握し、又は確認した内容をサービス管理責任者に報告する

とともに、当該内容を第１９条第６項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たって

は、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援

事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障

害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移

行に向けた支援を行うよう努めなければならない。 

  第４０条に次の２項を加える。 

 ３ 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定

する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発

生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

  第４４条を次のように改める。 

 第４４条 削除 

 （千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第７条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中 
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「第３章 医療型児童発達支援 

第１節 基本方針（第６１条） 

第２節 人員に関する基準（第６２条・第６３条） 

第３節 設備に関する基準（第６４条） 

第４節 運営に関する基準（第６５条―第７０条）    」 

 「第３章 削除」に改める。 

  第２条第１号中「第６条の２の２第９項」を「第６条の２の２第８

項」に改め、同条第２号及び第１０号中「指定障害児通所支援事業者

等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同条第１３号中「、第

６１条に規定する指定医療型児童発達支援の事業」を削る。 

  第３条（見出しを含む。）中「指定障害児通所支援事業者等」を

「指定障害児通所支援事業者」に改める。 

  第４条中「指導及び訓練」を「支援をし、又はこれに併せて治療

（上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるもの

に限る。以下同じ。）」に改める。 

  第５条第２項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

  第６条第４項を削り、同条第３項中「前項」を「第２項」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、

治療を行う場合には、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定

する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。 

第６条第５項を削り、同条第６項中「第３項」を「前項」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第７項中「、第４項第１号」を削り、同

項を同条第６項とし、同条第８項中「から第５項まで（第１項第１号

を除く。）」を「（第１号を除く。）、第２項及び第４項」に改め、

同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加える。 

８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の

職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支

障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せ

て設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

 第６条第９項中「前項」を「前２項」に改める。 

を 
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  第７条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該指定児童発達支

援事業所以外」に改める。 

  第９条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２

項中「指導訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。 

  第１０条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、「以下

この項において同じ。」を削り、「及び便所」を「、便所及び静養室」

に改め、同項ただし書及び同条第３項を削り、同条第２項中「前項」

を「第１項」に改め、同項ただし書を削り、同項第１号中「指導訓練

室」を「発達支援室」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

 ２ 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に

規定する設備（医務室を除く。）に加えて、医療法に規定する診療

所として必要な設備を設けなければならない。 

  第１０条第４項中「前項」を「第２項」に改め、同項ただし書中

「場合は」の次に「、第２項に掲げる設備を除き」を加える。 

  第１１条ただし書中「指定児童発達支援事業所」の次に「（児童発

達支援センターであるものを除く。）」を加える。 

  第２３条第２項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用

基準額」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に

改め、同項に次の各号を加える。 

 （１）次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指

定通所支援費用基準額 

 （２）治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支

援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正

１１年法律第７０号）第６３条第２項第１号に規定する食事療養

をいう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 

  第２３条第４項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め 

 る。 

  第２４条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支

援事業者」に改める。 
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  第２５条第１項中「の支給」を「又は肢体不自由児通所医療費の支

給」に、「の額」を「及び肢体不自由児通所医療費の額」に改める。 

  第２６条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（指定児童発

達支援の取扱方針）」を付し、同条第１項中「次条第１項」を「第

２７条第１項」に改め、同条第５項中「前項の評価及び改善の内容を」

を「自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保

護者に示すとともに、」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項

中「自ら評価」を「指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受

けた上で、自ら評価（以下この条において「自己評価」という。）」

に、「保護者による評価」を「通所給付決定保護者（以下この条にお

いて「保護者」という。）による評価（以下この条において「保護者

評価」という。）」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第３項を

第５項とし、第２項を第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の

事情を踏まえた指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下こ

の条及び次条において同じ。）の確保並びに次項に規定する指定児

童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定

児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含

む総合的な支援を行わなければならない。 

  第２６条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意

思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。 

  第２６条の次に次の２条を加える。 

第２６条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所

ごとに指定児童発達支援プログラム（前条第４項に規定する領域と

の関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をい

う。）を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表し

なければならない。 

  （障害児の地域社会への参加及び包摂の推進） 

 第２６条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支
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援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けること

ができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童

が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂（以下

「インクルージョン」という。）の推進に努めなければならない。 

  第２７条第２項中「行い、」を「行うとともに、障害児の年齢及び

発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう」に改め、同条第４

項中「課題、」の次に「第２６条第４項に規定する領域との関連性及

びインクルージョンの観点を踏まえた」を加え、同条第５項中「当た

っては」の次に「、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先

して考慮される体制を確保した上で」を加え、同条第７項中「通所給

付決定保護者」の次に「及び当該通所給付決定保護者に対して指定障

害児相談支援（法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支

援をいう。）を提供する者」を加える。 

  第２８条に次の１項を加える。 

 ２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及

び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなけれ

ばならない。 

  第３０条（見出しを含む。）中「指導、訓練等」を「支援」に改め

る。 

  第３５条中「特例障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通

所医療費」を加える。 

  第３９条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。 

  第４０条の２第３項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改め

る。 

  第４２条中「指定児童発達支援事業者」の次に「（治療を行うもの

を除く。）」を加える。 

  第４９条第１項中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改め

る。 

  第５６条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項
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中「指導訓練」を「発達支援」に、「、訓練」を「、支援」に改める。 

  第３章を次のように改める。 

    第３章 削除 

 第６１条から第７０条まで 削除 

  第７１条中「必要な訓練」を「必要な支援」に、「指導及び訓練」

を「支援」に改める。 

  第７４条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第

２項中「指導訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。 

  第７９条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項

中「指導訓練」を「発達支援」に、「、訓練」を「、支援」に改める。 

  第８０条の３第２項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に、

「の指導、知識技能の付与」を「及び知識技能の習得」に、「必要な

訓練」を「必要な支援」に、「「訓練等」を「この項において単に

「支援」に、「及び当該障害児の訓練等」を「並びに当該障害児の支

援」に、「訓練等に」を「支援に」に、「職業訓練又は」を「職業訓

練若しくは」に改める。 

  第８０条の９中「第４項及び第５項」を「第６項及び第７項」に改

め、「除く。）」の次に「、第２６条の２」を加え、「、第４９条、

第５０条」を「から第５０条まで」に、「、第５２条から第５４条ま

で及び第６９条の２」を「及び第５２条から第５４条まで」に、「次

条第１項」を「第２７条第１項」に、「同項並びに」を「同項及び」

に、「、第４項」を「中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問

型児童発達支援計画」と、同条第４項中「第２６条第４項に規定する

領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは

「第２６条第４項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、「児童

発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同条

第５項」に、「第５４条第２項第１号」を「第４８条第１項中「行わ

なければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、

第５４条第２項第１号」に改める。 

  第８８条中「及び第５項」を削り、「除く。）」の次に「、第２６

条の３」を加え、「、第４９条、第５０条」を「から第５０条まで」
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に改め、「、第６９条の２」を削り、「次条第１項」を「第２７条第

１項」に、「第２７条第１項」を「同条第６項中「を受けて」とある

のは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪

問支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）

による評価（以下「訪問先施設評価」という。）を受けて」と、同項

第５号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護

者並びに当該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評価及び保護者評

価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、

「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第

２７条第１項」に、「、第２項、第４項」を「及び同条第２項中「児

童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、同条第４

項中「第２６条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョ

ンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえ

た」と、「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」

と、同条第５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に

係る訪問先施設の担当者等」と、「児童発達支援計画」とあるのは

「保育所等訪問支援計画」と、同条第６項」に改め、「体制」と」の

次に「、第４８条第１項中「行わなければならない」とあるのは「行

うよう努めなければならない」と」を加える。 

  第８９条中「第３項及び第６項」を「第４項及び第５項」に改め、

「第６２条、」を削り、「第４項」を「第３項」に、「同項第１号中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第５項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条

第７項」を「同条第６項」に、「同条第８項」を「同条第７項」に、

「第６２条第１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」

という。）」とあり、並びに同項第３号並びに同条第２項及び第３項

中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「」を「同条第８項

中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該」に改める。 

  第９１条第１項中「、第６５条」を削り、同条第２項中「、第６５

条」を削り、「、指定医療型児童発達支援又は」を「又は」に改め、

「、指定医療型児童発達支援の事業」を削り、同条第３項及び第４項

120



中「、第６５条」を削る。 

  第９２条第１項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児

通所支援事業者」に改め、「、第７０条」を削り、同条第２項中「指

定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め

る。 

 （千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第８条 千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第５号、第６号及び第１１号中「第２４条の２４第２項」を

「第２４条の２４第３項」に改める。 

  第３条第１項中「という。）」の次に「及び障害児（１５歳以上の

障害児に限る。）が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」

という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福

祉サービス」という。）その他のサービスを利用しつつ自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社

会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画（以下

「移行支援計画」という。）」を加え、同条第３項中「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定

する障害福祉サービス（第４６条において「障害福祉サービス」とい

う。）」を「障害福祉サービス」に改める。 

  第４条第１項第２号イ中「第６条の２の２第３項」を「第６条の２

の２第２項」に改め、同条第２項中「心理指導を」を「心理支援を」

に、「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第３項中

「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。 

  第５条第２項第２号及び第３号中「訓練室」を「支援室」に改め、

同項第４号中「訓練室、屋外訓練場」を「支援室、屋外遊戯場」に改

める。 

121



  第１７条第４項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め

る。 

  第２０条第１項中「入所支援計画」の次に「及び移行支援計画」を

加え、同条中第３項を第５項とし、第２項を第４項とし、第１項の次

に次の２項を加える。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的

環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければ

ならない。 

 ３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の

意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。 

  第２１条第２項中「この条において」を削り、「行い、」を「行う

とともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重さ

れ、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成さ

れるよう」に改め、同条第５項中「当たっては」の次に「、障害児の

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保し

た上で」を加える。 

  第２１条の次に次の１条を加える。 

  （移行支援計画の作成等） 

 第２１条の２ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援

管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させるものと

する。 

２ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、

適切な方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児

が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社

会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしな

ければならない。 

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結

果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用し

つつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立
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した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取

組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載し

た移行支援計画の原案を作成しなければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計

画の実施状況の把握（障害児についての継続的なアセスメントを含

む。）を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、

少なくとも６月に１回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に

応じて移行支援計画の変更を行うものとする。 

 ５ 前条第３項及び第５項から第７項までの規定は、第２項に規定す

る移行支援計画の作成について準用する。 

６ 前条第３項、第５項から第７項まで及び第９項並びに第２項及び

第３項の規定は、第４項に規定する移行支援計画の変更について準

用する。 

  第２２条中「前条」を「前２条」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及

び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなけれ

ばならない。 

  第２５条（見出しを含む。）中「指導、訓練等」を「支援」に改め

る。 

  第３１条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

  第３９条に次の２項を加える。 

 ３ 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において単に

「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８

項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

 ４ 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医 
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療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間 

で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければなら 

ない。 

  第４６条第１項中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改め

る。 

  第５１条第２項第１号を次のように改める。 

 （１）入所支援計画及び移行支援計画 

  第５２条第１項第３号中「心理指導」を「心理支援」に改める。 

  第５３条第１項第２号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第２

項第２号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導する」を「支

援する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条

中千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「指定障害福祉サービス等基準条例」とい

う。）第２条第１１号及び第１２号、第５条第１項、第７条、第４４

条第１項、第４８条第２項、第５５条第２項及び第５６条、第１０４

条第４項、第１１３条第３項、第１９５条第１項第２号、第２００条

の４第１項第２号及び附則第２条第１項及び第２項の改正規定、第５

条中千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（以下「指定障害者支援施設基準条例」という。）第２

条第１２号の改正規定、第７条中千葉市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「指定通所支援基準条

例」という。）第５条第２項及び第２３条第４項の改正規定並びに第

８条中千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（以下「指定障害児入所施設基準条例」という。）第

１７条第４項及び第３１条の改正規定は公布の日から、第２条及び第

４条の規定、第７条中指定通所支援基準条例第４９条第１項の改正規

定並びに第８条中指定障害児入所施設基準条例第４６条第１項の改正

規定は公布の日又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
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るための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附

則第１条第４号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行す

る。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、第１条

の規定による改正後の指定障害福祉サービス等基準条例（以下「新指

定障害福祉サービス等基準条例」という。）第１９７条の７第２項及

び第３項（新指定障害福祉サービス等基準条例第２００条の２２にお

いて準用する場合を含む。）並びに第２００条の１０第２項及び第３

項、第５条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準条例（以下

「新指定障害者支援施設基準条例」という。）第２７条の２第２項及

び第３項並びに第６条の規定による改正後の千葉市障害者支援施設の

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設基

準条例」という。）第２０条の２第２項及び第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努

めなければ」と、新指定障害福祉サービス等基準条例第１９７条の７

第４項（新指定障害福祉サービス等基準条例第２００条の２２におい

て準用する場合を含む。）及び第２００条の１０第４項、新指定障害

者支援施設基準条例第２７条の２第４項、新障害者支援施設基準条例

第２０条の２第４項並びに第７条の規定による改正後の指定通所支援

基準条例（以下「新指定通所支援基準条例」という。）第２６条の２

（新指定通所支援基準条例第５４条の５、第５８条、第７７条、第

７７条の２、第８０条及び第８０条の９において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「公表しなければ」

とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

第３条 この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間、新指定

障害者支援施設基準条例第２７条の３第１項及び新障害者支援施設基

準条例第２０条の３第１項の規定の適用については、これらの規定中

「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、新

指定障害者支援施設基準条例第２７条の３第２項及び新障害者支援施

設基準条例第２０条の３第２項の規定の適用については、これらの規
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定中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」と

する。 

第４条 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。

以下「一部改正法」という。）附則第４条第１項の規定により一部改

正法第２条の規定による改正後の児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号。以下「新児童福祉法」という。）第２１条の５の３第１項

の指定を受けたものとみなされているものについては、新指定通所支

援基準条例第６条の規定にかかわらず、令和９年３月３１日までの間、

なお従前の例によることができる。 

第５条 一部改正法附則第４条第１項の規定により新児童福祉法第２１

条の５の３第１項の指定を受けたものとみなされているものについて

は、新指定通所支援基準条例第１０条の規定にかかわらず、当分の間、

なお従前の例によることができる。 

第６条 この条例の施行の際現に指定を受けている第７条の規定による

改正前の指定通所支援基準条例（以下「旧指定通所支援基準条例」と

いう。）第６条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童

発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を

通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準条

例第６条及び第１１条の規定にかかわらず、令和９年３月３１日まで

の間、なお従前の例によることができる。 

第７条 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準

条例第６条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達

支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準条例第

１０条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることがで

きる。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴い、就労選択支援に関する基準を定めるほか、所

要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３３号 

千葉市火災予防条例の一部改正について 

千葉市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

   千葉市火災予防条例の一部を改正する条例 

 千葉市火災予防条例（昭和３７年千葉市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３４条の６第１項第１号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に

改め、同項第２号中「主要構造部が耐火構造」を「特定主要構造部が耐

火構造」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消防法施行令の一部改正を踏まえ、屋内消火栓設備の設置基準を緩

和するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３４号 

千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例 

 千葉市消防関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

別表２の項中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」

に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，

５９０，０００円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，

０００円」を「２，３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」

を「２，７４０，０００円」に、「４，５５０，０００円」を「５，

６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を「７，２４０，

０００円」に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」

に改める。 

別表２２の部高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者であっ

て移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものの項中「も

の」の次に「（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液化石油ガス法」という。）第

３７条の４第１項の許可を受けた者を除く。）」を加え、同項の次に次

のように加える。 

高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者で

あって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製

造をするもの（液化石油ガス法第３７条の４第１項

の許可を受けた者に限る。） 

６，０００円 

別表２６の項中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液化石油ガス法」とい

う。）」を「液化石油ガス法」に改める。 
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附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、手数

料の額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものでありま

す。 
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議案第３５号 

   千葉市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 千葉市犯罪被害者等支援条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

   千葉市犯罪被害者等支援条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）

の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、

並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被

害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、当該支援のため

の施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪

被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民の誰もが安

心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を

いう。 

（２）犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族

その他これらの者に準ずると市長が認める者であって、本市に住

所を有するものをいう。 

（３）市民等 本市に住所を有し、通勤し、若しくは通学する者又は本

市で活動を行う団体をいう。 

（４）事業者 本市において犯罪被害者等を雇用する者その他の本市で

事業活動を行う者をいう。 

（５）関係機関等 国、千葉県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共 

的団体、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に

関する法律（昭和５５年法律第３６号）第２３条第１項の規定に基
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づき、千葉県公安委員会から指定を受け、本市において犯罪被害者

等の支援を行う民間の団体（以下「早期援助団体」という。）その

他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

（６）二次被害 犯罪等による直接的な害を被った後に、周囲の者の配

慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われるひぼう中傷、

報道機関（報道を業として行う個人を含む。）による過度な取材及

び報道等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、

プライバシーの侵害、経済的損失その他の被害をいう。 

（７）再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける被

害をいう。 

 （基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重

んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重される

よう、十分に配慮して行われるものとする。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の

事情に応じて、犯罪被害者等が地域社会で安心して暮らすことができ

るよう、再び平穏な生活を営むことができるまでの間、適切に途切れ

ることなく行われるものとする。 

３ 犯罪被害者等の支援は、迅速かつ公正に行われるとともに、犯罪被

害者等にとって利用しやすいものとするものとする。 

４ 犯罪被害者等の支援は、二次被害及び再被害の発生の防止に十分に

配慮して行われるものとする。 

５ 犯罪被害者等の支援は、市、関係機関等、市民等及び事業者が相互

に連携し、及び協力して推進されるものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援

のための施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている

状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害
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を生じさせ、及び犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分に

配慮し、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよ

う努めるものとする。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている

状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業

活動を行うに当たっては二次被害を生じさせないよう十分に配慮し、

市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努める

ものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他その犯

罪等による被害に関し事業者に求められる手続等について、十分に配

慮するよう努めるものとする。 

 （相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が地域社会で安心して暮らすことができる

よう、犯罪等に起因して直面する様々な問題について相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものと

する。 

２ 市は、前項の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を総合的に行

うための窓口を設置するものとする。 

 （見舞金の支給） 

第８条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた精神的又は身体的な

苦痛を慰しゃするため、犯罪被害者等で市長が必要と認めるものに対

し、見舞金の支給を行うものとする。 

 （日常生活等の支援） 

第９条 市は、犯罪被害者等が地域社会で安心して暮らすことができる

よう、犯罪被害者等で市長が認めるものに対し、次に掲げる施策を行

うものとする。 

（１）犯罪等により家事等を行うことが困難となった場合に、日常生活

を円滑に営むため、家事に係る支援その他必要な支援を行うこと。 

（２）犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった場合に、

居住の安定を図るため、転居に要する費用の助成その他必要な支援
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を行うこと。 

（３）犯罪等により就労及び勤務に配慮が必要となった場合に、雇用の

安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者

の理解を深めるための措置その他必要な支援を行うこと。 

（４）犯罪等による精神的な苦痛を早期に軽減し、及び回復するため、

必要な支援を行うこと。 

 （本市に住所を有しない犯罪等による被害者の支援） 

第１０条 市は、本市に住所を有しない者が本市で発生した犯罪等によ

り害を被ったときは、その者が住所を有する地方公共団体と連携し、

及び協力して、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 

（市民等及び事業者の理解の促進） 

第１１条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支

援の必要性、二次被害及び再被害の発生を防止することの重要性等に

ついて市民等及び事業者の理解を深めるよう、教育、広報その他必要

な施策を講ずるものとする。 

 （人材の育成） 

第１２条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等

の支援を行う人材を育成するための研修の実施その他必要な施策を講

ずるものとする。 

 （早期援助団体の支援） 

第１３条 市は、犯罪被害者等の支援において早期援助団体が果たす役

割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るために必要な情報の提供そ

の他必要な支援を行うものとする。 

 （支援を行わないことができる場合） 

第１４条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被

害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、

当該犯罪被害者等の支援を行わないことができる。 

 （意見等の反映） 

第１５条 市は、犯罪被害者等、犯罪被害者等の支援に関し識見を有す

る者、市民等、事業者及び関係機関等からの犯罪被害者等の支援に関

する意見、要望等を把握し、施策に反映させるよう努めるものとする。 
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（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  犯罪被害者等の支援について、基本理念及び市等の責務その他基本

となる事項等を定めるため、条例を制定しようとするものであります。 
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議案第３６号 

千葉市暴力団排除条例の一部改正について 

 千葉市暴力団排除条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市暴力団排除条例の一部を改正する条例 

 千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

 第１６条第２項を次のように改める。 

２ 次に掲げる営業（以下「特定接客業」という。）を営む者（以下

「特定接客業者」という。）は、暴力団排除特別強化地域における特

定接客業の営業に関し、暴力団員を業務に従事させてはならない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号。以下この項において「風営法」という。）第２条

第１項に規定する風俗営業 

（２）風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業 

（３）風営法第２条第１１項に規定する特定遊興飲食店営業 

（４）風営法第２条第１３項に規定する接客業務受託営業 

（５）設備を設けて客に飲食させる営業（風営法第２条第４項に規定す

る接待飲食等営業、同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業及

び同条第１１項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除

く。） 

（６）風俗案内（風営法第２条第１項第１号、第６項第１号若しくは第 

２号又は第７項第１号に掲げる営業に関する情報の提供を受けよう

とする者の求めに応じ、有償又は無償で、当該情報を提供すること

をいう。以下この号において同じ。）を行うための施設を設けて、

当該施設において、風俗案内を行う営業 

（７）道路その他公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる

行為のいずれかを行う営業（前各号のいずれかに該当するものを除
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く。） 

  ア 前各号のいずれかに該当する営業に関し、客引きをすること。 

  イ 前各号のいずれかに該当する営業に関し、人に呼び掛け、又は

ビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引する

こと。 

  ウ 前各号のいずれかに該当する営業に係る役務に従事するよう勧

誘すること。 

  エ 写真又は映像の被写体となる役務であって、対価を伴うものに

従事するよう勧誘すること。 

 第１８条第２号中「客に接する」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号の罪を犯した者が自首した場合には、その刑を減軽し、

又は免除することができる。 

 第１９条第１項中「前条」を「前条第１項」に、「同条」を「同項」 

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年６月１日から施行する。ただし、第１８条に

１項を加える改正規定及び第１９条第１項の改正規定並びに次項の規

定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１８条第２項の規定は、前項ただし書に

規定する改正規定の施行の日前にした行為について同日以後に自首し

た者についても、適用する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

暴力団員への利益供与等に関する規制の対象となる特定接客業の範

囲を拡大するほか、当該規制に違反した特定接客業者が自首した場合

に刑を減免することができることとするため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 
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議案第３７号 

   千葉市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

千葉市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を

次のとおり制定するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

   千葉市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条 

 例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６５条

第１項の規定に基づき、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基

準（第３条において「基準」という。）を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境の下で、女性

の人権に関する高い識見と専門性を有する職員により、社会において

入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、

適切な支援を行うよう努めなければならない。  

 （基準と女性自立支援施設） 

第３条 女性自立支援施設は、基準を超えて、常に、その設備及び運営

を向上させるよう努めなければならない。  

（構造設備の一般原則） 

第４条 女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気

等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防

災について十分考慮されたものでなければならない。  

（非常災害対策） 

第５条 女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画（第１６条第

４項において「非常災害計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出
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その他必要な訓練を行わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第６条 女性自立支援施設は、入所者の安全の確保を図るため、当該女

性自立支援施設の設備の安全点検、職員等に対する施設外での活動、

取組等を含めた女性自立支援施設での生活その他の日常生活における

安全に関する指導、職員等の研修及び訓練その他女性自立支援施設に

おける安全に関する事項についての計画（以下この条及び第１６条第

４項において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 女性自立支援施設は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 女性自立支援施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。  

（苦情への対応） 

第７条 女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の

設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 女性自立支援施設は、その行った支援に関し、市長から指導又は助

言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

３ 女性自立支援施設は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委

員会が行う同法第８５条第１項の規定による調査にできる限り協力し

なければならない。 

（帳簿の整備） 

第８条 女性自立支援施設は、設備、職員、会計及び入所者の支援の状

況に関する帳簿を整備しなければならない。  

（職員配置の基準） 

第９条 女性自立支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおり

とする。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第３号

の職員を置かないことができる。  

（１）施設長 １  
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（２）入所者の自立支援（困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律（令和４年法律第５２号）第１２条第１項に規定する自立支援を

いう。以下同じ。）を行う職員 ２以上  

（３）栄養士又は調理員 １以上  

（４）看護師又は心理療法担当職員 １以上  

（５）事務員 １以上 

（６）施設のその他の業務を行うために必要な職員 当該女性自立支援

施設の実情に応じた適当数 

２ 女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従

事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場

合には、この限りでない。 

 （施設長の資格要件） 

第１０条 施設長は、施設を運営するに当たって女性の人権に関する高

い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすもので

なければならない。  

（１）社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な

問題を抱える女性への支援に関する活動に３年以上従事した者であ

ること。  

（２）罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。  

（３）心身ともに健全な者であること。  

（設備の基準） 

第１１条 女性自立支援施設の建物（入所者の日常生活のために使用し

ない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。次

項において同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準

耐火建築物をいう。次項において同じ。）としなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専

門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満

たす木造かつ平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係

る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は

準耐火建築物とすることを要しない。  
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（１）スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料

の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区

画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造である

こと。  

（２）非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整

備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。  

（３）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難

路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓

練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災

の際の円滑な避難が可能なものであること。  

３ 女性自立支援施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければなら

ない。  

（１）事務室 

（２）相談室 

（３）宿直室  

（４）居室  

（５）集会室兼談話室  

（６）静養室  

（７）医務室  

（８）作業室  

（９）食堂  

（10）調理室 

（11）洗面所 

（12）浴室 

（13）便所 

（14）洗濯室 

（15）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）居室 

ア 入所者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね９．

９平方メートル以上とすること。  
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イ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面し

て設けること。  

ウ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、入所者ご

とに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。

ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するため

の設備は、設けることを要しないこと。  

（２）相談室  

室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。  

（３）医務室  

入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器

具を備えること。  

（４）食堂及び調理室  

食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室の清潔を常に保持

するために必要な措置を講ずること。  

（５）その他の設備  

ア 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。  

イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。  

（秘密保持等）  

第１２条 女性自立支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 女性自立支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。  

（居室の入所定員）  

第１３条 一の居室の定員は、原則１人とする。  

２ 女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴す

る場合等、入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、

前項の規定にかかわらず、一の居室の定員を２人以上とすることがで

きる。  

（自立支援等）  

第１４条 女性自立支援施設は、入所者の意向及び私生活を十分に尊重
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して、入所者の心身の健康回復及び生活（就労及び就学を含む。）に

関する支援等を行わなければならない。  

２ 女性自立支援施設は、入所者の個の尊厳を保ち、心身の状況並びに

本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、施設

における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない。  

３ 女性自立支援施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向

を踏まえ、入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。  

（食事の提供）  

第１５条 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者

の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。  

２ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

（業務継続計画の策定等）  

第１６条 女性自立支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、

入所者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。  

２ 女性自立支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 女性自立支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。  

４ 業務継続計画は、非常災害計画及び安全計画と一体のものとして策

定することができる。  

（保健衛生）  

第１７条 女性自立支援施設は、入所者については、毎年２回以上定期

に健康診断を行わなければならない。  

２ 女性自立支援施設は、居室その他入所者が常時使用する設備につい

て、常に清潔にしなければならない。  

３ 女性自立支援施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を

講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に

143



行わなければならない。  

４ 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならない。  

（給付金として支払を受けた金銭の管理）  

第１８条 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所

者に係る厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」

という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を

次に掲げるところにより管理しなければならない。  

（１）当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用

により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」

という。）をその他の財産と区分すること。  

（２）入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。  

（３）入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するこ

と。  

（４）当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を

当該入所者に取得させること。  

（関係機関との連携）  

第１９条 女性自立支援施設は、女性相談支援センター、女性相談支援

員、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体

のほか、福祉事務所（社会福祉法に規定する福祉に関する事務所をい

う。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、

医療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第

１３２号）第２条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、

教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法

（平成１６年法律第７４号）第１３条に規定する日本司法支援センタ

ーをいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第３
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条第１項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）、母子・

父子福祉団体その他の関係機関及び母子・父子自立支援員、民生委員、

児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。  

（電磁的記録）  

第２０条 女性自立支援施設は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）により行うことができる。  

（委任）  

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、市長が別に定める。  

   附 則  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

２ 千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年千葉市条例第８７号）は、廃止する。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定に伴い、女性

自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるため、条例を制定

しようとするものであります。  
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議案第３８号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について 

 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）  

第１条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。  

目次中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」

に、「第１１章 医療型児童発達支援センター（第８５条―第８８

条）」を「第１１章 削除」に改める。  

第２条中「指導」の次に「又は支援」を加える。  

  第６条の３第１項中「及び児童家庭支援センター」を「、児童家庭

支援センター及び里親支援センター」に改め、「。以下この条」の次

に「及び次条」を加える。  

  第１５条第１項中「及び児童家庭支援センター」を「、児童家庭支

援センター及び里親支援センター」に改める。  

  第１６条及び第２９条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」

に改める。  

  第３２条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該

乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児

の意見又は意向」を加える。  

第３４条中「児童家庭支援センター」の次に「、里親支援センター」

を加える。  

  第３７条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。  
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  第４０条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該

母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それ

ぞれの意見又は意向」を加える。  

第４３条中「婦人相談所（売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）

第３４条第１項に規定する婦人相談所」を「里親支援センター、女性

相談支援センター（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（令和４年法律第５２号）第９条第１項に規定する女性相談支援セン

ター」に改める。  

  第４８条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

  第５７条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。  

  第６１条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該

児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意

見又は意向」を加える。  

第６４条中「児童家庭支援センター」の次に「、里親支援センター」

を加える。  

  第６５条第３号ア及び第４号中「訓練室」を「支援室」に改め、同

条第５号中「肢体不自由」の次に「（法第６条の２の２第２項に規定

する肢体不自由をいう。以下同じ。）」を加え、同号アを次のように

改める。  

   ア 支援室及び屋外遊戯場  

第６６条第１項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め、

同条第１４項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心理指導担当

職員」を「心理担当職員」に改め、同条第１５項中「心理指導担当職

員」を「心理担当職員」に改める。  

第７４条第１号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第３号中「屋

外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導する」を「支援する」に改め

る。  

  第７５条第６項中「心理指導」を「心理支援」に改める。  

  第１０章の章名及び第７９条を次のように改める。  

    第１０章 児童発達支援センター  
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  （設備の基準）  

第７９条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯

室、屋外遊戯場（児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に

代わるべき場所を含む。）、医務室、相談室、調理室、便所及び静

養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けるこ

ととする。  

 ２ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して

治療を行う場合には、前項に規定する設備（医務室を除く。）の基

準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けるこ

ととする。  

３ 第１項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するも

のでなければならない。  

 （１）発達支援室の１室の定員は、これをおおむね１０人とし、その

面積は、児童１人につき２．４７平方メートル以上とすること。  

 （２）遊戯室の面積は、児童１人につき１．６５平方メートル以上と

すること。  

第８０条第１項中「福祉型児童発達支援センター（主として難聴児

を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児

を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同

じ。）」を「児童発達支援センター」に、「厚生労働大臣」を「こど

も家庭庁長官」に改め、同項第３号から第５号までの規定中「福祉型

児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同条第

４項を削り、同条第３項中「主として知的障害のある児童を通わせる

福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項中「福祉型児童発達支援センター」

を「児童発達支援センター」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。  

２ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して

治療を行う場合には、前項に規定する職員（嘱託医を除く。）に加

えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければな

らない。  
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  第８０条第５項から第９項までを削り、同条第１０項中「第８６条

第２項において同じ。」を削り、「福祉型児童発達支援センター」を

「児童発達支援センター」に、「通所している」を「入所している」

に改め、同項を同条第５項とする。  

第８１条及び第８２条中「福祉型児童発達支援センター」を「児童

発達支援センター」に改める。  

  第８３条及び第８４条を次のように改める。  

 第８３条 削除  

  （心理学的及び精神医学的診査）  

 第８４条 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学

的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたってはな

らない。  

  第１１章を次のように改める。  

    第１１章 削除  

 第８５条から第８８条まで 削除  

  第９１条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。  

  第９３条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該

児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意

見又は意向」を加える。  

第９６条中「児童家庭支援センター」の次に「、里親支援センター」

を加える。  

  第９９条第１項中「厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令

第１号）第６２２条」を「こども家庭庁組織規則（令和５年内閣府令

第３８号）第１６条」に改め、同条第２項中「厚生労働大臣」を「こ

ども家庭庁長官」に改める。  

  第１０３条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当

該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の

意見又は意向」を加える。  

  第１０６条中「児童家庭支援センター」の次に「、里親支援センタ

ー」を加える。  

第１１０条第２項中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に改める。  
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 （千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）  

第２条 千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年千葉市条例第４７号）の一部を次のように改正する。  

  第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

 （千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）  

第３条 千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４８号）の一部を次

のように改正する。  

  第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第

３号」に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各

号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条

第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。  

  第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「同項第２号」を「同条第２号」に改める。  

  第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。  

  第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。  

  第１３条第４項第３号ア及びイ中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改める。  

  第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改

め、同項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項第

４号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

  第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改める。  

  第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなけれ

ば」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送
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信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに

応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するも

のを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。  

  第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に、「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「法第１９条第１項第１

号又は第２号」を「同号又は同条第２号」に改め、「、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法

第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数」と」を削る。  

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第６条第２項中」の次

に「「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用

教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」

を加え、「係る法第１９条第１項第１号」を「係る法第１９条第１号」

に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「法第１９

条第１項第１号又は」を「同条第１号又は」に改め、「総数」と、」

の次に「「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と、」を加える。  

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を 

「第１９条第３号」に改める。 

  第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

  第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」
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を「第１９条第３号」に、「係る法第１９条第１項第１号」を「係る

法第１９条第１号」に、「法第１９条第１項第１号又は第３号」を

「同号又は同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条

第２号」に改め、「含む。）」と」の次に「、「同号」とあるのは

「同条第３号」と」を加え、「となる法第１９条第１項第１号」を

「となる法第１９条第１号」に改める。 

  第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「法第１９条第１項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第

１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条

第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

  第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をい

う。）」に改める。 

  附則第３条を次のように改める。 

 第３条 削除 

 （千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量

型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第４条 千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方

裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成２８年千葉市条

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１号ア中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め

る。 

  第８条第１項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条

中千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第６

条の３第１項の改正規定（「。以下この条」の次に「及び次条」を加

える部分に限る。）、第１６条及び第２９条、第３７条、第４８条、
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第５７条及び第６６条第１項の改正規定、第８０条第１項の改正規定

（「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める部分に限る。）、

同条第１０項の改正規定（「通所している」を「入所している」に改

める部分に限る。）並びに第９１条及び第９９条の改正規定、第２条

の規定、第３条の規定（同条中千葉市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第２３条の改正規定を

除く。）並びに第４条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。

以下「一部改正法」という。）附則第１１条の規定により一部改正法

第２条の規定による改正後の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「新児童福祉法」という。）第４３条に規定する児童発達支援セ

ンターを設置しているものとみなされているものについては、第１条

の規定による改正後の千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例（以下「新条例」という。）第７９条の規定にかかわ

らず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

第３条 一部改正法附則第１１条の規定により新児童福祉法第４３条に

規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされている

ものについては、新条例第８０条の規定にかかわらず、令和９年３月

３１日までの間、なお従前の例によることができる。 

第４条 この条例の施行の際現に設置している第１条の規定による改正

前の千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（以下「旧条例」という。）第７９条第１号に規定する主として重症

心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第２号に

規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにつ

いては、新条例第７９条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の

例によることができる。 

第５条 この条例の施行の際現に設置している旧条例第７９条第１号に

規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援セン

ター及び同条第２号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童

発達支援センターについては、新条例第８０条の規定にかかわらず、
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令和９年３月３１日までの間、なお従前の例によることができる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、自

立支援計画の策定の際にこどもの意見等を勘案することとするほか、

所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものでありま

す。 
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議案第３９号 

   千葉市保育所設置管理条例の一部改正について 

 千葉市保育所設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

   千葉市保育所設置管理条例の一部を改正する条例 

千葉市保育所設置管理条例（昭和３９年千葉市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条の表千葉市亥鼻保育所の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

亥鼻保育所を廃止するため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第４０号 

   千葉都市計画検見川第二地区土地区画整理事業施行規程の廃止に

ついて 

 千葉都市計画検見川第二地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条 

例を次のとおり制定するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

   千葉都市計画検見川第二地区土地区画整理事業施行規程を廃止す

る条例 

 千葉都市計画検見川第二地区土地区画整理事業施行規程（昭和３６年

千葉市条例第２２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉都市計画検見川第二地区土地区画整理事業の終了に伴い、施行

規程を廃止しようとするものであります。 
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議案第４１号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

別表３９の３の６の項手数料を徴収する事務の欄中「（昭和２５年政

令第３３８号）」を削り、同項を同表３９の３の７の項とし、同表３９

の３の５の項の次に次のように加える。 

39 の３の６ 建築基準法

施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第

１３７条の１２第６項

又は第７項の規定に基

づく建築物の大規模の

修繕又は大規模の模様

替の認定の申請に対す

る審査 

既存不適格建築物

の大規模の修繕又

は大規模の模様替

に係る認定申請手

数料 

２７,０００円 

別表５８の項手数料の額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

建築基準法施行令の一部改正に伴い、既存不適格建築物の大規模の

修繕又は模様替に係る制限の適用除外に関する認定の審査手数料を定

めるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
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議案第４２号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第６項中「同条第６項」を「同条第５項」に、「前２項」を「前

項」に、「同条第７項」を「同条第６項」に改める。 

別表第７中「７００円」を「８００円」に、「２，５００円」を「３，

０００円」に改める。 

別表第８第２項の表中「７００円」を「８００円」に、「２，８００

円」を「３，２００円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和６年６月１日から施行する。ただし、附則第６項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第７（年間入園パスポートに係る部分

を除く。）及び別表第８第２項の規定は、この条例の施行の日以後の

使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  動物公園の入園料及び駐車場使用料を改定するほか、規定の整備を

図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４３号 

   千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例の制定について 

 千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

   千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以

下「法」という。）及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第

４０３号。以下「令」という。）の規定に基づき、千葉市農業集落排

水事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（農業集落排水事業の設置） 

第２条 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域につ

いて、農業集落排水処理施設の整備を図り、もって農業集落における

農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善に資するため、千葉市農

業集落排水事業（以下「農業集落排水事業」という。）を設置する。 

（法の財務規定等の適用） 

第３条 法第２条第３項及び令第１条第２項の規定に基づき、農業集落

排水事業に法第２条第２項に規定する財務規定等を適用する。 

 （経営の基本） 

第４条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、

公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 

２ 排水区域面積は、３７５ヘクタールとする。 

３ 排水人口は、１０，０５０人とする。 

４ １日最大処理能力は、２，７５６立方メートルとする。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない農

業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正
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な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正

な見積価額）が８，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若

しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、土地については１件１万平

方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２の８第８項の規定により農業集落排水事業の

業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が３０万円以上である

場合とする。 

（会計事務の処理） 

第７条 法第３４条の２ただし書の規定に基づき、農業集落排水事業の

出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会

計管理者に行わせるものとする。 

（１）公金の収納の一部又は支払に関する事務 

（２）公金の保管に関する事務 

 （議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等） 

第８条 農業集落排水事業に関し、法第４０条第２項の規定により議会

の議決を要するものは、次の各号に定めるものとする 

（１）負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価

格が１件３００万円以上のもの 

（２）法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金

額が３０万円以上のもの 

 （業務状況説明書類の作成） 

第９条 市長は、農業集落排水事業に関し、法第４０条の２第１項の規

定に基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を

説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１日まで

の業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなければなら

ない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記
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載するとともに、１１月３０日までに作成する書類においては前事業

年度の決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては同日

の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らか

にしなければならない。 

（１）事業の概況 

（２）経理の状況 

（３）前２号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明ら

かにするため市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同

項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合に

おいては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならな

い。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 千葉市特別会計設置条例（昭和３９年千葉市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第１農業集落排水事業の項を削る。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

農業集落排水事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するため、

条例を制定しようとするものであります。 
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議案第４４号 

千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について 

千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

   千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 （千葉市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１条 千葉市農業集落排水処理施設条例（平成４年千葉市条例第２７

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条を次のように改める。 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、農業集落排水処理施設の設置等に関し必要な事

項を定めるものとする。 

  第２条第２号中「前条に規定する」を「農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第６条第１項の規定に基づき農業

振興地域として指定された」に改める。 

 （千葉市農業集落排水事業分担金条例の一部改正） 

第２条 千葉市農業集落排水事業分担金条例（平成５年千葉市条例第

２３号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

    千葉市農業集落排水処理施設整備事業分担金条例 

  第１条から第３条までの規定中「農業集落排水事業」を「農業集落

排水処理施設整備事業」に改める。 

（千葉市下水道事業経営委員会設置条例の一部改正） 

第３条 千葉市下水道事業経営委員会設置条例（平成２２年千葉市条例

第７３号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 
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  千葉市下水道事業等経営委員会設置条例 

第１条中「千葉市下水道事業経営委員会」を「千葉市下水道事業等

経営委員会」に改める。 

第２条中「下水道事業」の次に「及び農業集落排水事業」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

千葉市農業集落排水事業の設置等に関する条例の施行に伴い、下水

道事業経営委員会の所掌事務に農業集落排水事業に関する事項を追加

するほか、所要の改正を行うため、条例を制定しようとするものであ

ります。 
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議案第４５号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工 事 名 千葉市総合保健医療センター大規模改修工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区幸町１丁目３番９号 

３ 工事概要 内部改修一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 １，２０６，７００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から９００日間 

７ 請 負 者 松栄・大塚建設共同企業体 

代表者 千葉市中央区本町１丁目５番１２号 

松栄建設株式会社 

代表取締役 松井 友蔵 

     千葉市若葉区若松町２２４９番地 

大塚建工株式会社 

代表取締役 大塚 勝之 

  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  総合保健医療センター大規模改修工事を行うための工事請負契約に

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第４６号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工 事 名 千葉市総合保健医療センター大規模改修電気設備工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区幸町１丁目３番９号 

３ 工事概要 電気設備改修一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 １，３８６，９５７，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から９００日間 

７ 請 負 者 福井・増田建設共同企業体 

代表者 千葉市中央区問屋町１６番３号 

           福井電機株式会社 

           代表取締役 村杉 茂治 

 千葉市若葉区都賀５丁目２１番２０号 

           株式会社増田電気工業所 

           代表取締役 増田 健  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  総合保健医療センター大規模改修電気設備工事を行うための工事請

負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第４７号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工 事 名 千葉市総合保健医療センター大規模改修機械設備工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区幸町１丁目３番９号 

３ 工事概要（１）空調設備改修一式 

（２）給排水設備改修一式 

４ 契約方法 一般競争入札 

５ 契約金額 ２，３８７，０００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から９００日間 

７ 請 負 者 ステアリスト・綜和熱学工業特定建設共同企業体 

代表者 千葉市緑区誉田町１丁目７９１番地１７ 

           有限会社ステアリスト 

           代表取締役 片岡 文男  

     千葉県木更津市桜井新町２丁目４番地１６ 

           綜和熱学工業株式会社  

           代表取締役 和田 啓  

  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  総合保健医療センター大規模改修機械設備工事を行うための工事請

負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第４８号 

和解について 

市は、次のとおり和解するものとする。 

 令和６年２月２１日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

１ 相手方 

  千葉市中央区市場町１番１号 

千葉県 

千葉県知事 熊 谷 俊 人 

 

２ 事案の概要 

（１）相手方は、市に対して、平成２８年度分の軽油引取税交付金（以

下「本件交付金」という。）について、相手方の過失により、本

来交付すべき額より３５，９３７，１８３円少ない額を交付した。 

（２）市は、平成２９年度分の地方交付税について、本件交付金が本来

交付される額で交付された場合よりも２６，５４９，０００円多

い額の交付を受けた。 

 

３ 和解条項 

（１）相手方及び市は、前記２記載の事案（以下「本件事案」とい

う。）における市の損害額が、前記２（１）記載の３５，９３７，

１８３円から前記２（２）記載の２６，５４９，０００円を控除

した９，３８８，１８３円及び遅延利息６５３，４０１円の合計

１０，０４１，５８４円であることを認める。 

（２）相手方は、市に対し、前号に記載する市の損害額を令和６年３

月２９日に市の指定する預金口座に振り込むことにより支払うも

のとする。 

（３）相手方及び市は、本件事案に関し、本和解条項に定めるほか何

ら債権債務のないことを確認し、今後いかなる事情が発生しても

異議を申し立てないことを確約する。 
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議 案 説 明 

和解することについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定

に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第４９号 

   包括外部監査契約について 

 市は、次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 令和６年４月１日 

３ 契約の金額 １７，４６２，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 住所 東京都江戸川区清新町１丁目４番１１－２０１号 

               氏名 山﨑 聡一郎 

                資格 公認会計士 
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議 案 説 明 

  包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５０号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線の認定及び廃止をするものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

市道路線認定調書 

 

市道路線廃止調書 

整理 

番号 

路  線  名 起     点 終     点 摘要 

市道路線 

廃止図番号 

① 天戸町２２号線 天戸町地内 天戸町地内 全部廃止  

1 ② 天戸町２３号線 天戸町地内 天戸町地内 全部廃止 

③ 天戸町２４号線 天戸町地内 天戸町地内 全部廃止 

 

 

整 理 

番 号 

路  線  名 起     点 終     点 市道路線認定図番号 

① 畑町２３７号線 畑町地内 畑町地内 1 

② 宮崎１３０号線 宮崎１丁目地内 宮崎１丁目地内 2 

③ 川戸町８６号線 川戸町地内 川戸町地内 
3 

④ 川戸町７０２号線 川戸町地内 川戸町地内 

⑤ 桜木町２１９号線 桜木北３丁目地内 桜木北３丁目地内 4 

⑥ 若松町２５３号線 若松町地内 若松町地内 5 

⑦ 幕張５２０号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内 6 

⑧ 武石町１０１号線 武石町１丁目地内 幕張町４丁目地内 7 

⑨ 作新台６７号線 作新台３丁目地内 作新台３丁目地内 8 

 ⑩ おゆみ野中央２２２号線 おゆみ野中央７丁目地内 おゆみ野中央７丁目地内 9 

⑪ 誉田町２６５号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内 10 
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整 理 番 号 ①  市 道 路 線 認 定 図 1 

東京大学旧緑地植物実験所 

① 

畑小学校 

凡    例 

①市道畑町２３７号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

第２公園 
畑町 

東京大学検見川総合運動場 
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整 理 番 号 ②  市 道 路 線 認 定 図 2 

② 

凡    例 

②市道宮崎１３０号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

記念公園 
石橋 

こまどり 
幼稚園 

宮崎公園 

宮崎小学校 

宮崎給水場 

熊の台 
公園 
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整理番号③④  市道路線認定図 3 

川戸親栄の森 

③ 

川戸中学校 

凡    例 

③ 市道川戸町８６号線 

④ 市道川戸町７０２号線 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

法 定 外 道 路 

川戸小学校 

第４公園 
川戸 

第３公園 
川戸 

④ 
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01120008
多角形

01120008
四角形

01120008
直線

01120008
折れ線



 

整 理 番 号 ⑤  市 道 路 線 認 定 図 4 

若桜 

⑤ 

凡    例 

⑤ 市道桜木町２１９号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

さくらぎの森 
２号公園 

若桜 
１号公園 

第２公園 
桜木北 
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凡    例 

⑥市道若松町２５３号線 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

行 政 区 画 線 

 

整 理 番 号 ⑥  市 道 路 線 認 定 図 5 

陸上自衛隊 

⑥ 

若松町公園 

 

四街道市 

下志津駐屯地 
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凡    例 

⑦市道幕張５２０号線 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

行 政 区 画 線 

 

整 理 番 号 ⑦  市 道 路 線 認 定 図 6 

⑦ 

幕張台公園 
千
葉
幕
張
本
郷 

郵
便
局 

習志野市 

幕張本郷 
中学校 

本郷児童 
公園 
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整 理 番 号 ⑧  市 道 路 線 認 定 図 7 

⑧ 

小学校 

凡    例 

⑧市道武石町１０１号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

武
石
歩
道
橋 

幕張東 

千葉西 
税務署 
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凡    例 

⑨市道作新台６７号線 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

行 政 区 画 線 

 

整 理 番 号 ⑨  市 道 路 線 認 定 図 8 

⑨ 

作新台 

公園 

作新台 
３丁目 

郵便局 

公園 
作新台 

作新台 
交番 

八千代市 

習志野市 
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整 理 番 号 ⑩  市 道 路 線 認 定 図 9 

⑩ 

凡    例 

⑩市道おゆみ野中央２２２号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

泉谷公園 

おゆみ野 

六通公園 

 

Ｂ 

 

小谷小学校 

180



 

整理番号⑪  市道路線認定図 1 0 

 

⑪ 

誉田２丁目 

凡    例 

⑪市道誉田町２６５号線 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

法 定 外 道 路 

 

誉田駅前 
郵便局 

公園 

十文字 
踏切 

181

01120008
多角形

01120008
四角形

01120008
直線

01120008
折れ線



 

凡    例 

①市道天戸町２２号線 

②市道天戸町２３号線 

③市道天戸町２４号線 

 

 

 

廃 止 道 路 

 

天戸大橋 

① 

整 理 番 号 ① ② ③ 市 道 路 線 廃 止 図 1 

② 

③ 

花
見
川
公
園 

緑
地
事
務
所 
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議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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